
 

 

 

 
介護サービス事業者自己点検表 

（兼事前提出資料） 

令和３年４月版 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 事業所番号  

 事業所の名称  

 事業所の所在地  

 電話番号  

FAX番号  

e-mail  

 法人の名称  

 法人の代表者名  

 管理者名  

主な記入者 職・氏名  

 記入年月日 令和  年  月  日 

（実地指導日） 令和  年  月  日 
 

 

営業日  

営業時間  サービス提供時間  

利用定員 

人 

前年度平均利用者

数 ※ 人 

前年度 

利用状況 

(月別) 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 平均  

実人員              

延人員              

開所日数              

※前年度の平均利用者数＝延人員÷開所日数（小数点第２位以下を切上げ） 

 

【参考】実人員は実際に該当月にサービスを利用した利用者の数、延人員は利用回数も人数として

換算（例えば、1ヶ月の間に１人の利用者が 2回利用すれば 2人と算出）する数 

 

 

 

 

 



 

 

 

介護サービス事業者自己点検表の作成について 

 
１ 趣 旨 

   この自己点検表は、介護サービス事業者の皆様が事業を運営するにあたって最低限遵守しなければな

らない事項等について、関係法令、通知などの内容をもとにまとめたものです。定期的に本表を活用し、事

業運営状況の適否を、自主的に点検していただきますようお願いします。 

 

２ 実施方法 

① 定期的に実施するとともに、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに市へ提出

してください。なお、この場合、必ず控えを保管してください。 

② 記入時点での状況について、各項目の点検事項に記載されている内容について、満たされていれば「

はい」に、そうでなければ「いいえ」の部分に○印をしてください。なお、該当するものがなければ「該当

なし」の部分に○印（もしくは「なし」と記入）をしてください。 

③ 点検事項について、全てが満たされていない場合（一部は満たしているが、一部は満たしていないよう

な場合）は、「いいえ」に○印をしてください。 

④ 各項目の文中、単に「以下同じ」「以下○○という。」との記載がある場合には、当該項目内において同じ、

または○○であるということを示しています。 

⑤ 複数の職員で検討のうえ点検してください。 

⑥ 点検項目ごとに根拠法令等を記載していますので、参考にしてください。 

 

 

３ 根拠法令等 

   根拠法令の欄は下記を参照してください。 

 

条例 

松本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例 

（平成24年松本市条例第47号） 

法 介護保険法（平成9年法律第 123号） 

施行令 介護保険法施行令（平成 10年政令第412号） 

施行規則 介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第36号） 

平 18厚労令34 
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 18年厚生労働省令第34号） 

平 18-

0331004号 

指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準につい

て 

（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331004号･老振発第 0331004号･老老発

第0331004号） 

平 27 老 振 発

327 

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 3 条の 37

第 1項に定める介護・医療連携推進会議、第 85条第 1項に（第 182条第 1項にお

いて準用する場合も含む。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等につ

いて 

（平成27年3月27日老振発0327第4号・老老発0327第 1号） 

平 18 厚 労 告

126 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年3月 14日厚生労働省告示第 126号） 

平 18 厚 労 告

128 

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年3月 14日厚生労働省告示第 128号） 

留意事項 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着



 

 

型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留

意事項について 

（平成 18 年 3 月 31 日老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発

第0331018号） 

平27厚労告94 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成２７年厚生労働省告示第９４号

） 

平27厚労告95 厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省告示第９５号） 

平27厚労告96 厚生労働大臣が定める施設基準（平成２７年厚生労働省告示第９６号） 

 

4 提出先・問合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本市 健康福祉部 福祉政策課 
〒390-8620 松本市丸の内３番７号 

松本市役所 東庁舎２F   

TEL：0263(34)3287 FAX：0263(34)3204 

e-mai： fukushikansa@city.matsumoto.lg.jp 



 

 

 

介護サービス事業者自己点検表 目次 

項目 内  容 市確認欄 

第１ 基本方針  

1 一般原則  

2 基本方針  

第２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

3 基本サービス  

第３ 人員に関する基準  

4 従業者の員数等  

5 管理者  

第４ 設備に関する基準  

6 設備及び備品等  

第５ 運営に関する基準  

7 内容及び手続きの説明及び同意  

8 提供拒否の禁止  

9 サービス提供困難時の対応  

10 受給資格等の確認  

11 要介護認定の申請に係る援助  

12 心身の状況等の把握  

13 指定居宅介護支援事業者等との連携  

14 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助  

15 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供  

16 居宅サービス計画等の変更の援助  

17 身分を証する書類の携行  

18 サービスの提供の記録  

19 利用料等の受領  

20 保険給付の請求のための証明書の交付  

21 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針  

22 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針  

23 主治の医師との関係  

24 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成  

25 喀痰吸引等について  

26 同居家族に対するサービス提供の禁止  

27 利用者に関する市への通知  

28 緊急時等の対応  

29 管理者の責務  

30 運営規程  

31 勤務体制の確保等  

32 業務継続計画の策定等  



 

 

項目 内  容 市確認欄 

33 衛生管理等  

34 掲示  

35 秘密保持等  

36 広告  

37 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止  

38 苦情処理  

39 地域との連携等  

40 事故発生時の対応  

41 虐待の防止  

42 会計の区分  

43 記録の整備  

44 電磁的記録等  

第６ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運

営に関する基準の特例 
 

45 適用除外  

46 指定訪問看護事業所との連携  

第７ 変更の届出等  

47 変更の届出等  

第８ 介護給付費関係  

48 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）（Ⅱ）  

49 通所サービスの減算  

50 同一建物若しくは隣接する敷地内の建物の減算  

51 特別地域加算  

52 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  

53 緊急時訪問看護加算（一体型のみ）  

54 特別管理加算（一体型のみ）  

55 ターミナルケア加算（一体型のみ）  

56 主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い（一体型のみ）  

57 サービス種類相互の算定関係  

58 初期加算  

59 退院時共同指導加算（一体型のみ）  

60 総合マネジメント体制強化加算  

61 生活機能向上連携加算  

62 認知症専門ケア加算  

63 サービス提供体制強化加算  

64 介護職員処遇改善加算  

65 介護職員特定処遇改善加算  

第９ その他  

66 介護サービス情報の公表  



 

 

項目 内  容 市確認欄 

67 法令遵守等の業務管理体制の整備  

 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

1 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 

第１ 基本方針 
 

1 

一般原則 

 

① 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め

ていますか。 

は い ・ い い え 条例第3条第1項 

平18厚労令34 

第3条1項 

・運営規程 

・重要事項説明書 

② 事業を運営するにあたっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービ

ス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めていますか。 

は い ・ い い え 条例第3条第2項 

平18厚労令34 

第3条2項 

（高齢者

虐待の防

止） 

③ 事業所の従業員は高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早

期発見に努めていますか。 

は い ・ い い え 高齢者虐待 

防止法第5条 
 

【養護者（養介護施設従事者等）による高齢者虐待に該当する行為】 

 ア 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

 イ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるア、ウ又

はエに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。（高齢者を衰弱させるような

著しい減食又は長時間の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。） 

 ウ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与

える言動を行うこと。 

 エ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

 オ 養護者又は高齢者の親族が（要介護施設従事者等が）当該高齢者の財産を不当に処分すること

その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 

 高齢者虐待 

防止法第2条 
 

④ 高齢者虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに、市町村に通報していま

すか。 

は い ・ い い え 

事例なし 

高齢者虐待防止法 

第7条、第21条 
 

⑤ 高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実施、サービスの提供を受ける利用者及

びその家族からの苦情の処理の体制の整備等、虐待の防止のための措置を講じています

か。 

は い ・ い い え 高齢者虐待防止法 

第20条 
 

2 

基本方針 

 

 

事業運営の方針は、次の基本方針に沿ったものとなっていますか。 は い ・ い い え 条例第4条 

平18厚労令34 

第3条の2 

 

・運営規程 

・重要事項説明書  

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排泄、

食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、

その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 

第２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
 

3 

基本サー

ビス 

基本方針に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護において

は、次に掲げるサービスを提供するものとなっていますか。 

は い ・ い い え 条例第5条第1号 

平18厚労令34 

第3条の3 

 

・運営規程 

⑴ 「定期巡回サービス」 

訪問介護員等が、定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話 
 

※ 「定期的」とは、原則として１日複数回の訪問を行うことを想定していますが、訪問回数及び訪問時間等については適切なアセスメント及びマ

ネジメントに基づき、利用者との合意の下に決定されるべきものであり、利用者の心身の状況等に応じて訪問を行わない日があることを必ずし

も妨げるものではありません。また、訪問時間については短時間に限らず、必要なケアの内容に応じ柔軟に設定してください。 

平18-0331004号 

第3の1の1（2）① 

※ 「訪問介護員等」とは、次のいずれかの資格を持つものとされています。 

ア 介護福祉士 

イ 看護師、准看護師」 

ウ 実務者研修修了者 

エ 介護職員初任者研修課程を修了した者 
 

法第8条第2項 

施行令第3条 

施行規則 

第22条の23 

 

※ 介護職員の研修課程等の見直しに係る施行規則の一部改正の施行の際（平成２５年４月１日）、既に介護職員基礎研修課程、訪問介護に関する１

級課程及び２級課程（以下「旧課程」という。）を修了している者については、すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしているものとして

取扱います。 

また、施行の際、旧課程を受講中の者であって、施行後に当該研修課程を修了したものについても、すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満

たしているものとして取扱います。 

介護員養成研修の取

扱細則について（介

護職員初任者研修関

係） （平24老振発

0328第9号）記Ⅰ

の6 

 

⑵ 「随時対応サービス」 

   あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用

者又はその家族等からの通報を受け、通報内容等を基に相談援助又は訪問介護員等の訪問

若しくは看護師等による対応の要否等を判断するサービス 

 条例 

第5条第2号 

平18厚労令34 

第3条の3第2号 

 

 

※ 「看護師等」とは、次のいずれかの資格を持つものとされています。 

   ア 保健師     イ 看護師      ウ 准看護師 

   エ 理学療法士  オ 作業療法士  カ 言語聴覚士 

  

 

※ 利用者のみならず利用者の家族等からの在宅介護における相談等にも適切に対応すること。また、随時の訪問の必要が同一時間帯に頻回に生

じる場合には、利用者の心身の状況を適切に把握し、定期巡回サービスに組み替えるなどの対応を行うこと。なお、通報の内容によっては、必要に

応じて看護師等からの助言を得る等、利用者の生活に支障がないよう努めること。 

平18-0331004号 

第3の1の1 ⑵② 

 

 

⑶ 「随時訪問サービス」 

   随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき、訪問介護員等が利用者の居

宅を訪問して行う日常生活上の世話 

 条例第5条第3号 

平18厚労令34 

第3条の3第3号 

 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

2 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

※ 随時の通報があってから、概ね３０分以内の間に駆けつけられるような体制確保に努めてください。 

なお、同時に複数の利用者に対して随時の訪問の必要性が生じた場合の対応方法についてあらかじめ定めておくとともに、適切なアセスメント

の結果に基づき緊急性の高い利用者を優先して訪問する場合があり得ること等について、利用者に対する説明を行う等あらかじめサービス内

容について理解を得てください。 

平18-0331004号 

第3の1の1 ⑵③ 
 

⑷ 「訪問看護サービス」 

   指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問し

て行う療養上の世話又は必要な診療の補助 

 条例第5条第4号 

平18厚労令34 

第3条の3第4号 

 

 

※ 医師の指示に基づき実施されるものであり、全ての利用者が対象となるものではありません。また、訪問看護サービスには定期的に行うもの

及び随時行うもののいずれも含まれます。 

平18-0331004号 

第3の1の1 ⑵④ 
 

第３ 人員に関する基準 
 

4  

従業者の

員数 

 

〔用語の定義〕   

 

平18-0331004号 

第2の2(3) 

 
 

「常勤」 

   当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は週３２

時間を基本とする。）に達していることをいうものです。 

   ただし、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第２３条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を３０時間として取り扱うことを可能とします。 

   また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えな

いと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすも

のであることとします。例えば、一の事業者によって行われる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と指定短期入所生活介護事業所が

併設されている場合、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者と指定短期入所生活介護事業所の管理者を兼務している者は、そ

の勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなります。 

 

 

※ 併設の別事業所間の業務を兼務しても常勤として扱われるのは、管理者（施設長）のような直接処遇等を行わない業務で、「同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができる」といったただし書きがあるものに限ります。同時並行的に行うことができない直接処遇

等を行う業務（看護、介護、機能訓練、相談業務など）は、原則として兼務した場合は、それぞれ常勤が兼務すべき時間に達しなくなるため、双方

の事業所とも、正職員などの雇用形態に関わらず「非常勤」となります。 

  

 

「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基

本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものです。 

この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、指定認知症対応型共同生活

介護事業所と指定小規模多機能型居宅介護事業所を併設している場合であって、ある従業者が双方を兼務する場合、指定認知症対応型共同生

活介護事業所の従業者の勤務延時間数には、指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者としての勤務時間だけを算入することとなるもの

です。 

平18-0331004号 

第2の2(1) 
 

 

「勤務延時間数」 

   勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備を行う時間（待機の時間を含

む。）として明確に位置付けられている時間の合計数とします。 

   なお、従業者１人につき勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限

とします。 

平18-0331004号 

第2の2(2) 
 

 

「専ら従事する・専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものです。 

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、当該

従業者の常勤・非常勤の別を問いません。 

平18-0331004号 

第2の2(4) 
 

⑴ 

オペレー

ター 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以下「提供時間帯」という。）

を通じて１以上確保されるために必要な数以上配置していますか。 

は い ・ い い え 法第78条の4第1項 

条例第6条第1項 

平18厚労令34 

第3条の4第1項 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・経歴書 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

・資格証等(写) 
 

※ 「オペレーター」とは、随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護準業者をい

います。 
 

※ オペレーターは、提供時間帯を通じて１以上配置している必要がありますが、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に常駐している

必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えありません。午

後６時から午前８時までの時間帯については、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的なサービスの内容、利用者の心

身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時にオペレーターが対

応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 

   またサテライト拠点のある事業所においては、本体事務所及びサテライト拠点のいずれかにおいて常時 1 以上のオペレーターの配置があれ

ば基準を満たすとされています。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①ﾛ 

 

② 看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士、准看護師又は介護支援専門員のいずれ

かの資格を有していますか。 

は い ・ い い え 平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①イ 

 

※ ②の有資格者がオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯において、当該オペレーター又は当該事業所の看護師等との緊密な連携を確

保することにより、利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス提供責任者として１年以上(介護職員初任者研修課程修

了者及び旧訪問介護職員養成研修２級修了者にあっては、３年以上)従事した者をもって充てることもできます。 

条例第6条第2項 

平18厚労令34 

第3条の4第2項 

 

※ この場合の「１年以上（３年以上）従事」とは、単なる介護等の業務に従事した期間を含まず、サービス提供責任者として任用されていた期間

を通算したものです。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①ｲ 

③ オペレーターのうち１人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等を配置していますか。 は い ・ い い え 条例第6条第3項 

平18厚労令34 

第3条の4第3項 
 

※ 同一敷地内の指定訪問介護事業所及び指定訪問看護事業所並びに指定夜間対応型訪問介護事業所の職務については、オペレーターと同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられるため、これらの職務に従事していた場合も、常勤の職員として取り扱うことができます。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①ﾆ 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

3 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 

④ オペレーターは専らその職務に従事していますか。 
は い ・ い い え 条例第6条第4項 

 

※ 利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所

若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができます。 

平18厚労令34 

第3条の4第1項 

 

※ 当該オペレーターが、定期巡回サービスに従事している等、利用者の居宅においてサービスの提供を行っているときであっても、当該オペレ

ーターが利用者からの通報を受けることができる体制を確保している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要件を併せて満たしま

す。 

平18-0331004号

第3の1の2 ⑴①ﾊ 

 

※ また、利用者以外の者から通報を受け付ける業務に従事することができることとされていますが、これは、例えば、市町村が地域支援事業の

任意事業において、家庭内の事故等による通報に、夜間を含めた３６５日２４時間の随時対応ができる体制を整備する事業を行っている場合、そ

の通報を受信するセンターと指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備の共用が可能であり、オペレーターは、この市町村が行う業

務の受信センター職員が行う業務に従事することができるということです。 

平18-0331004号

第3の1の2 ⑴①ﾊ 

 

※ 利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合には、オペレーターは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等として従事するこ

とができます。 

   なお、「利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合」とは、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的な

サービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコール

に即時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合を指します。 

平18-0331004号

第3の1の2 ⑴①ﾎ 

⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施

設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、④の規定に

かかわらず、当該事業所等の職員をオペレーターとして充てることができます。 

 条例第6条第5項各

号 

平18厚労令34 

第3条の4第1項 

  ア 指定短期入所生活介護事業所 

  イ 指定短期入所療養介護事業所 

  ウ 指定特定施設 

  エ 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

  オ 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

  カ 指定地域密着型特定施設 

  キ 指定地域密着型介護老人福祉施設 

  ク 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

  ケ 指定介護老人福祉施設 

  コ 介護老人保健施設 

  サ 指定介護療養型医療施設 

  シ 介護医療院 

  

 

※ 上記⑤の施設等の入所者等の処遇に支障がないと認められる場合に、当該施設等の職員（②の要件を満たす職員に限る。）をオペレーターと

して充てることができます。また、当該オペレーターの業務を行う時間帯について、当該施設等に勤務しているものとして取り扱うことができ

ます。 

   ただし、当該職員が定期巡回サービス、随時訪問サービス又は訪問看護サービスに従事する場合は、当該勤務時間を当該施設等の勤務時間

には算入できない（オペレーターの配置についての考え方については④と同様）ため、当該施設等における最低基準（当該勤務を行うことが介護

報酬における加算の評価対象となっている場合は、当該加算要件）を超えて配置している職員に限られることに留意してください。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①ﾍ 

⑵ 

定期巡回

サービス

を行う訪

問介護員

等 

 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要

な数以上配置していますか。 

は い ・ い い え 条例第6条第1項 

第2号 

平18厚労令34 

第3条の4第1項第2

号 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴② 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・経歴書 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

・資格証等(写) 
 

※ 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数については、必要な数とされていますが、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し

適切な数の人員を確保してください。 

⑶ 

随時訪問

サービス

を行う訪

問介護員

等 

① 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が１以上確保され

るために必要な数以上配置していますか。 

は い ・ い い え 条例第6条第1項 

第3号 

平18厚労令34 

第3条の4第1項第3

号 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・経歴書 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

・資格証等(写) 

② 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専らその職務に従事していますか。 はい ・いいえ 条例第6条第6項 

平18厚労令34 

第3条の4第6項 
 

※ 利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介

護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができます。 

 

※ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、⑴④及び⑶②の規定

にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスの職務に従事することができます。    

条例第6条第7項 

平18厚労令34 

第3条の4第7項 
 

※ これによりオペレーターが随時訪問サービスの職務に従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利

用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、条例第７条第１項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置

かないことができます。 

条例第6条第8項 

平18厚労令34 

第3条の4第8項 

 

※ 「利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合」とは、ＩＣＴ等の活用により、事業所外においても、利用者情報（具体的なサービ

スの内容、利用者の心身の状況や家族の状況等）の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即

時にオペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて、必要な対応を行うことができると認められる場合です。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴①ﾎ 

⑷ 

訪問看護

サービス

を行う看

護師等 

① 次に掲げる職種の区分に応じ、配置していますか。 

ア 保健師、看護師又は准看護師（以下この点検表において「看護職員」という。）を常勤換算

方法で、2.5以上 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の実情に応じた適当数 

はい ・いいえ 条例第6条第1項 

第4号 

平18厚労令34 

第3条の4第1項 

第4号 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・経歴書 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

・資格証等(写) 
  

 

※ 職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、サービス利用の状況や利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の

人員を確保してください。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴④ｲ 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

4 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
② 看護職員のうち、１人以上は、常勤の保健師又は看護師 （以下この点検表において「常勤

看護師等」という。）を配置していますか。 

はい ・いいえ 条例第6条第9項 

平18厚労令34 

第3条の4第9項 

※ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員についての勤務延時間数の算定については、次のとおりとします。 

 

⑴ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がある事業所における、勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員１人

当たりの勤務時間数は、当該事業所の勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員の前年度の週当たりの平均稼働時間(サービス提供時間及び

移動時間をいう。)とします。 

⑵ 勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実績しかない等のため⑴の方法によっ

て勤務延時間数の算定を行うことが適当でないと認められる事業所については、当該勤務日及び勤務時間が不定期な看護職員が確実に勤務で

きるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤務延時間数に算入します。なお、この場合においても、勤務表上の勤務延時間数は、サー

ビス提供の実態に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間

の適正化の指導の対象となります。 
 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴④ﾛ 

 

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護職員が、オペレーターとして従事するとき及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行うときの勤務時間については、常勤換算を行う際の訪問看護サービスの看護職員の

勤務時間として算入して差し支えありません。 

ただし、看護職員が訪問介護員等として定期巡回サービス及び随時訪問サービスを行うときの勤務時間数については、当該常勤換算を行う際に

算入することはできません。（当該勤務時間と訪問看護サービスを行う勤務時間を合算した時間数が、常勤の職員が勤務すべき勤務時間数とな

る場合は、当該看護職員を常勤職員として取り扱うこと。） 

平18-0331004号

第3の1の2 ⑴④ﾆ 

 

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事業と指定訪問看護の事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合は、常勤換算方法で 2.5 以上配置されていることで、双方の基準

を満たします。 

なお、これに加えて看護小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け、一体的に運営する場合は、さらに常勤換算方法で 2.5 以上の看

護職員の配置が必要であることに留意してください。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴④ﾎ 

③ 看護職員のうち１人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者との連絡体制を確保していますか。 

はい ・いいえ 条例第6条第10項 

平18厚労令34 

第3条の4第10項 
 

※ 訪問看護サービスを行う看護職員は、オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等のように、常時の配置を求めてはいませんが、

利用者の看護ニーズに適切に対応するため、常時、当該看護職員のうち１人以上の者との連絡体制を確保してください。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴④ﾄ 

⑸  

計画作成

責任者 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者であって看護師、介護福祉士等のうち１人以上を、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護計画の作成に従事する者（以下「計画作成責任者」という。）として配置していますか。 

はい ・いいえ 条例第6条第11項 

平18厚労令34 

第3条の4第11項 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・経歴書 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

・資格証等(写)  
 

※ 計画作成責任者は⑴から⑷までに掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者のうち、看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社

会福祉士又は介護支援専門員から１人以上を選任しなければならないこととしており、オペレーターの要件として認められているサービス提供

責任者として３年以上従事した者については当該資格等を有しない場合、計画作成責任者としては認められないことに留意してください。なお、

利用者数及び業務量を考慮し適切な員数の人員を確保してください。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑴⑤ 

5  

管理者 
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管

理者を配置していますか。 

はい ・いいえ 条例第7条 

平18厚労令34 

第3条の5 

・勤務表 

・雇用契約書、辞令等 

・出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 

 

※ ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとします。 

 なお、管理者はオペレーター、定期巡回サービスを行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看護

師等である必要はありません。 

平18-0331004号 

第3の1の2 ⑵ 

 ⑴ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーター、定期巡回サービスを

行う訪問介護員等、随時訪問サービスを行う訪問介護員等又は訪問看護サービスを行う看

護師等の職務に従事する場合 

 平18-0331004号 

第3の1の2 ⑵① 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が指定訪問介護事業者、指定訪問看

護事業者又は指定夜間対応型訪問介護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所におい

てそれぞれの事業が一体的に運営されている場合の、当該指定訪問介護事業所、指定訪問

看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合 

 平18-0331004号 

第3の1の2 ⑵② 

⑶ 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がな

いと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管

理者又は従業者としての職務に従事する場合 

 平18-0331004号 

第3の1の2 ⑵③ 

第４ 設備に関する基準 
 

6  

設備及び

備品等 

① 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けていますか。 はい ・いいえ 条例第8条第1項 

平18厚労令34 

第3条の6第1項 

・平面図 

 

※ 事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいですが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明

確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えありません。なお、区分がされていなくても業務に支障のないときは、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとします。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑴ 

 

※ 事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保してください。  平18-0331004号 

第3の1の3 ⑵ 

② サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えていますか。 はい ・いいえ 平18-0331004号 

第3の1の3 ⑶ 
 

※ 特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮してください。 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

5 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
③ 利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに次に掲げる

機器等を備え、必要に応じてオペレーターに以下の機器等を携帯させていますか。 

 ア 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

 イ 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

はい ・いいえ 条例 

第8条第2項 

平18厚労令34 

第3条の6第2項 

 

※ 上記アについては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の情報等を蓄積するための体制を確保している場

合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができます。 
 

※ 利用者からの通報を受けるための機器については、必ずしも当該事業所に設置され固定されている必要はなく、地域を巡回するオペレータ

ーが携帯することもできます。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑷ 

 

※ また、利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受けた際に瞬時にそれらの情報が把握できるものでなければならない

が、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器は同一の機器でなくても差し支えありません。したがって、通報を受ける機器と

しては、携帯電話等であっても差し支えありません。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑷ 

 

※ 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事業所・事業者内ネットワークや情報セキュリティに十分に配慮した上で、インタ

ーネットを利用したクラウドコンピューティング等の技術を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制

が確保されていれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はありません。 

また、常時利用者の情報にアクセスできる体制とは、こうした情報通信技術の活用のみに限らず、例えば、オペレーターが所有する紙媒体での利

用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当該事業所において一元的に管理されていること等も含まれるものです。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑸ 

④ 利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利

用者に対し、通信のための端末機器を配布していますか。 

ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限り

ではありません。 

はい ・いいえ 

該 当 な し 

 

条例第8条第3項 

平18厚労令34 

第3条の6第3項 

 

※ 利用者に配布するケアコール端末は、利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報で

きるものでなければなりません。ただし、利用者の心身の状況によって、一般の家庭用電話や携帯電話でも随時の通報が適切に行うことが可能

と認められる場合は、利用者に対し携帯電話等を配布すること又はケアコール端末を配布せず、利用者所有の家庭用電話や携帯電話により随時

の通報を行わせることも差し支えありません。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑹ 

 

※ 利用者に配布するケアコール端末等については、オペレーターに対する発信機能のみならず、オペレーターからの通報を受信する機能を有す

るものや、テレビ電話等の利用者とオペレーターが画面上でお互いの状況を確認し合いながら対話できるもの等を活用し、利用者の在宅生活の

安心感の向上に資するものであることが望ましいです。 

平18-0331004号 

第3の1の3 ⑺ 

第５ 運営に関する基準 
 

7 

内容及び

手続きの

説明及び

同意 

 あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して

説明を行い、サービスの提供の開始について利用申込者の同意を得ていますか。 

はい ・いいえ 条例第9条第1項 

平18厚労令34 

第3条の7第1項 

・運営規程 

・重要事項説明書 

・契約書 

・同意書 

 

※「利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項」とは、以下の項目等です。 

   ア 運営規程の概要 

   イ 従業者の勤務の体制 

   ウ 事故発生時の対応 

   エ 苦情処理の体制 

   オ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況等） 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⑴① 

 

※ わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、書面による同意を得なければなりません。  

※ 従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、重要事項を記した文書

に記載する場合、基準条例第６条においておくべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と

記載することも差し支えない。 
 

  

8 

提供拒否

の禁止 

正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではいませんか。 い な い ・ い る 条例第10条 

平18厚労令34 

第3条の8 

・利用申込受付簿等 

 

※ サービスの提供を拒むことのできる場合の正当な理由とは、次の場合です。 

ア 当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合  

イ 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

ウ その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⑵ 

9 

サービス

提供困難

時の対応 

利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該

利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じていますか。 

はい ・いいえ 条例第11条 

平18厚労令34 

第3条の9 

・利用申込受付簿等 

10 

受給資格

等の確認 

① サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめていますか。 

はい ・いいえ 条例第12条第1項 

平18厚労令34 

第3条の10 

・被保険者証の写し 

② 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該意見に配慮して、サービス

を提供するように努めていますか。 

はい ・いいえ 

11 

要介護認

定の申請

① 利用申込者の要介護認定の申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏ま

えて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第13条 

平18厚労令34 

第3条の11第 

・利用者情報 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

6 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
に係る援

助 
② 要介護認定の更新の申請が、遅くとも要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはな

されるよう、必要な援助を行っていますか。 

はい ・いいえ  

12 

心身の状

況等の把

握 

サービスの提供に当たっては、計画作成責任者による利用者の面接によるほか、利用者に

係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状

況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めていますか。 

はい ・いいえ 条例第14条 

平18厚労令34 

第3条の12 

・利用者情報 

・サービス担当者会

議の要点等 

13 

指定居宅

介護支援

事業者等

との連携 

① サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。 

はい ・いいえ 条例第15条 

平18厚労令34 

第3条の13 

 

・サービスの提供に

関する記録 

② サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとと

もに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービ

ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。 

はい ・いいえ 

14 

法定代理

受領サー

ビスの提

供を受け

るための

援助 

① 利用申込者が介護保険法施行規則第 65条の 4各号のいずれにも該当しないときは、当

該利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼

する旨を市に対して届け出ること等により、サービスの提供を法定代理受領サービスとして

受けることができる旨を説明していますか。 

はい ・いいえ 条例第16条 

平18厚労令34 

第3条の 14 

・サービスの提供開

始に係る記録 

 

② 居宅介護支援事業者に関する情報を提供すること等その他の法定代理受領サービスを行

うために必要な援助を行っていますか。 

はい ・いいえ 

15 

居宅サー

ビス計画

に沿った

サービス

の提供 

居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しています

か。 

はい ・いいえ 条例第17条 

平18厚労令34 

第3条の15 

・居宅サービス計画

書 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

書  

※ 随時の訪問を行う場合や、定期巡回サービスの訪問時間帯又は内容等の変更を行った場合は、担当の介護支援専門員に対して適宜報告を行

う等、適切な連携を図ってください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⑻ 

16 

居宅サー

ビス計画

等の変更

の援助 

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定居宅介護支援

事業者への連絡その他の必要な援助を行なっていますか。 

はい ・いいえ 条例第18条 

平18厚労令34 

第3条の16 

17 

身分を証

する書類

の携行 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求め

られたときは、これを提示すべき旨を指導していますか。 

はい ・いいえ 条例第19条 

平18厚労令34 

第3条の17  

・身分証 

・業務マニュアル 

18 

サービス

の提供の

記録 

① サービスを提供した際には、利用者及びサービス事業者がその時点での支給限度額との

関係やサービス利用状況を把握できるようにするため、サービスの提供日、サービス内容、

保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面（サービス

利用票）に記載していますか。 

はい ・いいえ 条例第20条 

平18厚労令34 

第3条の18 

 

・サービス提供票 

・居宅サービス計画

書 

・業務日誌 

② サービスを提供した際には、サービスの提供日、具体的なサービス内容、利用者の心身の

状況その他必要な事項を書面（サービス提供記録、業務日誌等）に記録するとともに、利用

者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

提供していますか。 

はい ・いいえ 

 
 

※ 記録すべき事項は次のとおりです 

ア サービスの提供日 

イ 具体的なサービスの内容 

ウ 利用者の心身の状況 

エ その他必要な事項 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⑾② 

 

※ なお、当該記録は、２年間保存しなければなりません。 条例第42条第2項 

 

19 

利用料等

の受領 

① 法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該サービスに係る地域密着型介護サービス

費用基準額から当該事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けていますか。 

はい ・いいえ 条例第21条第1項 

平18厚労令34 

第3条の19 

・領収証(控) 

・運営規程 

・重要事項説明書 

 

 

※ 法定代理受領サービスとして提供される指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての利用者負担として、地域密着型介護サービス費

用基準額の 1 割、2 割又は 3 割（法の規定により保険給付の率が異なる場合については、それに応じた割合）の支払を受けなければならないこ

とを規定したものです。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⑿① 

 ② 法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、当該サービスに係る地域密着型介護サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしていますか。 

はい ・いいえ 条例第21条第2項 

平18厚労令34 

第3条の19 

  

 

※ 介護保険給付の対象となる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のような方法に

より別の料金設定をしても差し支えありません。 

ア 利用者に、当該事業が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサ

ービスであることを説明し、理解を得ること。 

イ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の運営規程とは別に定められていること。 

ウ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計と区分していること。 

平18-0331004号 

第3の1の4⑿② 
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7 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
③ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を行う場合は、それに要した交通費の額を利用者から受けています

か。 

はい ・いいえ 

事例なし 

条例第21条第3項 

平18厚労令34 

第3条の18第3項 

④ ③の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に

対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ていますか。 

はい ・いいえ 

事例なし 

条例第21条第4項 

平18厚労令34 

第3条の18第4項 

⑤ 利用者へ配布するケアコール端末に係る設置料、リース料、保守料等の費用を徴収してい

ませんか。 

い な い ・ い る 平18-0331004号 

第3の1の4 ⑿⑤ 

 

※ なお、利用者宅から事業所への通報に係る通信料（電話料金）については、利用者が負担すべきものです。 

⑥ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護その他のサービスの提供に要した費用につき、そ

の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領

収証を交付していますか。 

はい ・いいえ 法第42条の2第9項 

(法41条第8項準用

) 

⑦ 上記⑥の領収証に、サービスについて利用者から支払を受けた費用の額のうち、利用料

の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ

個別の費用ごとに区分して記載していますか。 

はい ・いいえ 施行規則第65条の

5 

(第65条準用) 

〔参考〕 

「介護保険制度下での居宅サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」（平成 12 年

6月 1日老発第509号、平成28年 10月3日事務連絡） 
 

※ 領収証の記載内容は、上記事務連絡の別紙様式に準じたものとし、医療費控除の対象となる金額及び居宅介護支援事業者等の名称等も記載

してください。 

20 

保険給付

の請求の

ための証

明書の交

付 

法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料

の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に交付していますか。 

はい ・いいえ 

事 例 な し 

 

条例第22条 

平18厚労令34 

第3条の20 

・サービス提供証明

書（控） 

21 

指定定期

巡回・随

時対応型

訪問介護

看護の基

本取扱方

針 

① 定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては、利用者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び

随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし、

利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしていますか。 

はい ・いいえ 条例第23条第1項 

平18厚労令34 

第3条の21第1項 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

書 

・サービス記録 

② 事業者は自らその提供するサービスの質の評価を行い、それらの結果を公表し、常にその

改善を図っていますか。 

はい ・いいえ 条例第23条第2項 

平18厚労令34 

第3条の21第2項 

・評価を実施した記

録 

22 

指定定期

巡回・随

時対応型

訪問介護

看護の具

体的取扱

方針 

  

① 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

き、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第1号 

平18厚労令34 

第3条の22第1号 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

書 

・重要事項説明書 

・サービス記録 

・業務日誌 

・主治医の指示書 

・研修計画、復命書等 

② 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターは、計画作成責任者及び定期巡回サー

ビスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第2号 

平18厚労令34 

第3条の22第2号 

③ 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づ

き、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第3号 

平18厚労令34 

第3条の22第3号 

④ 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に

行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第4号 

平18厚労令34 

第3条の22第4号 

⑤ 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれ

ている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行っていま

すか。 

はい ・いいえ 条例第24条第5号 

平18厚労令34 

第3条の22第5号 

⑥ 特殊な看護等（広く一般に認められていない看護等）については、これを行っていません

か。 

い な い ・ い る 条例第24条第6号 

平18厚労令34 

第3条の22第6号 

⑦ サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対

し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第7号 

平18厚労令34 

第3条の22第7号 

⑧ サービスの提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び

看護技術をもってサービスの提供を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第8号 

平18厚労令34 

第3条の22第8号 

⑨ サービスの提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとと

もに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交

付していますか。 

はい ・いいえ 条例第24条第9号 

平18厚労令34 

第3条の22第9号 

・運営規程 

・合鍵に関するマニ

ュアル等 

23 

主治の医

師との関

係 

① 常勤看護師等は、主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必

要な管理をしていますか。 

はい ・いいえ 条例第25条第1項 

平18厚労令34 

第3条の23第1項 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒂① 

・訪問看護指示書 

・訪問看護報告書 

・診療記録（医療機関

が運営している場合

） 

 

※ 主治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を受けることはできません。 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
② 訪問看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けています

か。 

はい ・いいえ 条例第25条第2項 

平18厚労令34 

第3条の23第2項 

条例第42条第2項 

【独自基準（市）】 

 

※ 当該文書は、２年間保存しなければなりません。 

③ 主治の医師に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係

るものに限る。）及び訪問看護報告書を提出し、訪問看護サービスの提供に当たって主治の

医師との密接な連携を図っていますか。 

はい ・いいえ 条例第25条第3項 

平18厚労令34 

第3条の23第3項 

 

④ 医療機関が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合は、主治の医師の

文書による指示と定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護報告書の提出は、診療録等への記載によるものでも差し支えありません。 

 条例第25条第4項 

平18厚労令34 

第3条の23第4項 

 

24 

定 期 巡

回・随時

対応型訪

問介護看

護計画等

の作成 

  

  

 

① 計画作成責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サービ

ス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及

び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し

ていますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第1項 

平18厚労令34 

第3条の24第1項 

 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

書 

・居宅サービス計画

書 

・サービス担当者会

議の要点 

・計画作成の打合せ

に関する記録 

・利用者に関する記

録 

・アセスメント表 

・モニタリング記録 

・居宅介護支援事業

所への報告書 

・訪問看護報告書 

 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、アセスメントを行い、援助の方向性や目標を明確にし、担当する従業者の氏

名、提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするものとします。定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書の様式について

は、事業所ごとに定めるもので差し支えありません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃① 

② 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場

合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成していますか。  

はい・いいえ 条例第26条第2項 

平18厚労令34 

第3条の24第2項 

 

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、日々の定期巡回サービスの提供や看護職員によるアセスメントにより把握した利用者の心

身の状況に応じた柔軟な対応が求められることから、居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時にかかわらず、居宅サービス計

画の内容を踏まえた上で計画作成責任者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時及びサービスの具体的内容を決定するこ

とができます。 

この場合において、利用者を担当する介護支援専門員に対しては、適宜、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を提出、報告し、緊密な連携を

図ってください。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合には、当該定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更してください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃② 

③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問し

て行うアセスメントの結果を踏まえて作成していますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第3項 

平18厚労令34 

第3条の24第3項 
 

※ 介護と看護が一体的に提供されるべきものであることから、訪問看護サービスを利用しないものであっても、看護職員による定期的なアセ

スメント及びモニタリングを行わなければとされています。。 

ここでいう「定期的に」とは、概ね１月に１回程度行われることが望ましいですが、当該アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員の意見

や、日々の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により把握された利用者の心身の状況等を踏まえ、適切な頻度で実施してください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃③ 

 

 

※ アセスメント及びモニタリングを担当する看護職員については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であることが望ましいですが、当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が実施する他の事業に従事する看護職員により行われることも差し支えありません。 

この場合において、看護職員は、計画作成責任者から必要な情報を得た上で、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の趣旨を踏まえたアセス

メント及びモニタリングを行う必要があるため、在宅の者に対する介護又は看護サービスに従事した経験を有する等、要介護高齢者の在宅生活

に関する十分な知見を有している者であって、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在地の日常生活圏域内で他の事業に従

事している等、利用者の当該地域における生活の課題を十分に把握できる者でなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃③ 

④ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、

①に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえ

て、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載していま

すか。 

はい ・いいえ 条例第26条第4項 

平18厚労令34 

第3条の24第4項 

⑤ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には、常勤看護師等は、④の記載に際し、必要

な指導及び管理を行うとともに、利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し必要な協力を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第5項 

平18厚労令34 

第3条の24第5項 

 

※ 当該内容の記載に当たっては、看護に関する十分な知見を有することが求められていることから、計画作成責任者が常勤看護師等でない場

合は、常勤看護師等の助言、指導等の必要な管理のもとに行わなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃④ 

⑥ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内

容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ていますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第6項 

平18厚労令34 

第3条の24第6項 
 

※ 目標や内容等については、利用者又はその家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行うも

のとします。 

平18-0331004号 

第3の1の4⒃⑤ 

⑦ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付していますか。 

はい ・いいえ 

 

条例第26条第7項 

平18厚労令34 

第3条の24第7項 

 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、２年間保存する必要があります。 
条例第43条第2項 

平18厚労令34 

【独自基準（市）】 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
⑧ 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成後においても、当該定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第8項 

平18厚労令34 

第3条の24第8項 

 

※ 計画作成責任者は、従業者の行うサービスが定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に沿って実施されているかどうかについて把握すると

ともに、助言、指導等必要な管理をわなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃⑧ 

⑨ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行う際にも、①～⑦に準じて取り扱って

いますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第9項 

平18厚労令34 

第3条の24第9項 

⑩ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は、訪問看護サービスについて、訪

問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成していますか。 

はい ・いいえ 条例第26条第10項 

平18厚労令34 

第3条の24第10項 
 

※ 「訪問看護報告書」は、訪問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものをいいます。当該報告書の記載と、先に主治医

に提出した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の記載において重複する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の記載を省略し

ても差し支えありません。なお、当該報告書についても、計画書と同様に定期的に主治医に提出してください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃⑨ 

⑪ 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行っていますか。 はい ・いいえ 条例第26条第11項 

平18厚労令34 

第3条の24第11項 
 

※ 常勤看護師等にあっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に沿った実施状況を把握し、訪問看護報告書に関し、助言、指導等必要な

管理を行わなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃⑩ 

⑫ 居宅サービス計画を作成している指定居宅介護支援事業者から定期巡回・随時対応型訪

問介護看護計画の提供の求めがあった際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画を提供することに協力するよう努めていますか。 

はい ・いいえ 平18-0331004号 

第3の1の4 ⒃⑫ 

25 

喀痰吸引

等につい

て 

（該当事

業所のみ

記入して

ください

） 

① 介護従事者がたんの吸引等を行う場合は、当該介護従事者が都道府県による認定証が交

付されている場合、または実地研修を修了した介護福祉士（資格証に行為が付記されてい

ること）にのみ、これを行わせていますか。 

はい ・いいえ 

 

 

社会福祉士及び介護

福祉士法第48条の

2、48条の3 

同法施行規則 

第26条の2、第26

条の3 

 

平成23年11月11日

社援発1111第1号 

・喀痰吸引係る書類 

② 事業所を「登録特定行為事業者」「登録喀痰吸引等事業者」として県に登録していますか。 

（介護福祉士以外の介護従事者を使用することなく、喀痰吸引等の業務を行っている場合は、

「登録喀痰吸引等事業者」のみの登録になります。） 

はい ・いいえ 

 

③ 介護福祉士（認定特定行為業務従事者）による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書によ

る指示を個別に受けていますか。 

  また、指示書は次のとおりとなっていますか（該当項目にチェック）。 

  □ 医師の指示書が保管されている。 

  □ 指示書は有効期限内のものとなっている。 

はい ・いいえ 

 

厚生労働省社会・援

護局長通知「社会福

祉士及び介護福祉士

法の一部を改正する

法律の施行について 

（喀痰吸引等関係） 

④ 喀痰吸引等を必要とする者の状態について、医師又は看護職員による確認を定期的に行

い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士（認定特定行為業務従事者）と

共有することにより、適切な役割分担を図っていますか。 

はい ・いいえ 

 

⑤ 対象者の希望や医師の指示、心身の状況等を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下

に、実施計画書を作成していますか。 

はい ・いいえ 

 

⑥ 対象者及びその家族に対して、実施計画書等を示して、介護職員がたん吸引等を実施する

ことを説明し、文書による同意を得ていますか。 

はい ・いいえ 

 

⑦ 実施した結果について、結果報告書の作成、看護師・医師への報告、安全委員会への報告

を行っていますか。 

はい ・いいえ 

 

⑧ たん吸引等の実施に関する安全委員会を定期的に開催していますか。 はい ・いいえ 

⑨ たん吸引等の実施に関する業務方法書等を備え、介護職員・看護職員等の関係する職員

が確認できるようにしていますか。 

はい ・いいえ 

 

26 

同居家族

に対する

サービス

提供の禁

止 

従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（

随時対応サービスを除く。）の提供をさせていませんか。 

い な い ・ い る 条例第27条 

平18厚労令34 

第3条の25 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画

書 

・サービス記録 

27  

利用者に

関する市

町村への

通知 

① 利用者が正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたと認められるときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に

通知していますか。 

はい ・いいえ 

事 例 な し 

条例第28条 

平18厚労令34 

第3条の26 

・市に通知した記録 

② 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたときは、遅

滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知していますか。 

はい ・いいえ 

事 例 な し 

28 

緊急時等

の対応 

① サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じていますか。 

はい ・いいえ 

事 例 な し 

条例第29条 

平18厚労令34 

第3条の27  

・運営規程 

② ①の従業者が看護職員である場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行っています

か。 

はい ・いいえ 

事 例 な し 
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29 

管理者等

の責務 

  

① 管理者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を、

一元的に行っていますか。 

はい ・いいえ 条例第30条 

平18厚労令34 

第3条の28  

・組織図 

・業務日誌等 

・業務分担票 

② 管理者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者に「運営に関する基準

」を遵守させるために必要な指揮命令を行っていますか。 

はい ・いいえ 

③ 計画作成責任者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整

等のサービスの内容等の管理を行っていますか。 

はい ・いいえ 

30  

運営規程 
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に

関する規程（運営規程）を定めていますか。 

運営規程には、次に掲げる事項を定めるものとします。 

 ア 事業の目的及び運営の方針 

 イ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 ウ 営業日及び営業時間 

 エ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

 オ 通常の事業の実施地域 

 カ 緊急時等における対応方法 

 キ 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

 ク 虐待の防止のための措置に関する記録 

 ケ その他運営に関する重要事項 

はい ・いいえ 条例第31条 

平18厚労令34 

第3条の29 

 

 

 

 

 

 

 

・運営規程 

 

 

※ 営業日は３６５日と、営業時間は２４時間と記載してください。 平18-0331004号 

第3の1の4 ⒇① 

 

※ 「利用料」としては、法定代理受領サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料（１割、２割又は３割負担）及び法定代

理受領サービスでない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料を、「その他の費用の額」としては、徴収が認められている交通費の額及

び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものです。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒇③ 

 

※ 「通常の事業の実施地域」は、客観的にその区域が特定されるものとしてください。なお、通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等

の観点からの目安であり、当該地域を超えてサービスが行われることを妨げるものではありません。また、通常の事業の実施地域については、

事業者が任意に定めるものであるが、指定地域密着型サービスである指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、市が定める日常生活

圏域内は、少なくとも通常の事業の実施地域に含めることが適当です。 

平18-0331004号 

第3の1の4 ⒇④ 

 

※ 虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案（以下「虐待等」とい

う。）が発生した場合の対応方法等を指す内容であること（以下、他のサービスについても同趣旨）。 

平18-0331004号 

第3の 1の4(21)

⑥ 

 

31 

勤務体制

の確保等 

  

① 管理者及び従業者と労働契約を交わしていますか。労働条件通知書等を書面で明示し交

付していますか。 

はい・いいえ 労働基準法 

第 15条 

労働基準法施行規則 

第5条 

・就業規則 

・雇用契約書 

・勤務表 

・業務委託契約書 

・雇用契約書、辞令等 

・研修計画、復命書等 

※ 雇用（労働）契約において、労働基準法により下記のような条件を書面で明示することとされています。 

①労働契約の期間に関する事項 

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

④始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替   

制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 

⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項 

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

⑦昇給の有無（※）   ⑧退職手当の有無（※）   ⑨賞与の有無（※） 

⑩相談窓口（※） 
 

 

※ 非常勤職員のうち、短時間労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い

労働者）に該当するものを雇い入れたときには、上記⑦、⑧、⑨及び⑩についても文書で明示しなくてはなりません。 

② 利用者に対し、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、事業所

ごとに従業者の勤務体制を定めていますか。 

はい ・いいえ 条例第32条第 1

項 

平 18厚労令34 

第3条の30第１項 
 

※ 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関

係等を明確にしてください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)① 

③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者によってサービスを提供していますか。 

  ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定

夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所（以下、「指定訪問介護事業所等」とい

う。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないとき

は、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問

介護事業所等の従業者に行わせることができます。 

はい・いいえ 条例第32条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の30第2項 

 

 

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者とは、雇用契約、労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下

にある訪問介護員等とします。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)② 

 

※ なお、訪問看護サービスに従事する看護師等又は社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、同法施行規則（昭和 61 年厚生省令第 49

号）第１条各号に規定する口腔内の喀痰吸引その他の行為を業として行う訪問介護員等については、労働者派遣法に基づく派遣労働者であって

は認められません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)② 
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※ ③の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることによ

り、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受ることができます。 

条例第32条第3項 

平 18厚労令34 

第3条の30第3項 

 

※ 一体的実施ができる範囲について市町村を超えての一体的実施を妨げるものではなく、随時対応サービスが単なる通報受け付けサービス

ではないことを踏まえ、それぞれの事業所における利用者情報（提供されている具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況や家族の状況

等）、事業所周辺の医療機関の情報、随時の気象状況や道路状況等、当該事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報が随時把握され

ており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる

場合に認められるものであり、全国の利用者に対する随時対応サービスを１か所の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に集約する

ような業務形態は想定していません。 

   なお、一体的実施に当たっては同一法人の事業所間に限らず、別法人の事業所間でも認められるものであるが、この場合、契約に基づくこ

ととし、当該契約において、当該業務に要する委託料及び当該委託業務に要する委託料並びに利用者に関する情報の取扱い方法、随時訪問サー

ビスの具体的な実施方法、事故発生時等の責任の所在及び緊急時等の対応方法等について定めるとともに、利用者に対して当該契約の内容に

ついて説明を十分に行ってください。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)④ 

 

※ 随時対応サービスの一体的実施により、随時対応サービスを行わない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、当該時間帯におけ

る定期巡回サービス、随時訪問サービス及び訪問看護サービスについては、実施しなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)④ 

④ 従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保していますか。 はい・いいえ 条例第32条第4項 

平 18厚労令34 

第3条の30第4項 

平18-0331004号 

第3の1の4 (21)⑤ 

 

※ 研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保してください。 

⑤ 適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場におい

て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。 

はい・いいえ 平18厚令34第3条

の30第5項 

 

 

※ 事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主が講じることが望ましい取組については、次のとおりとする。なお、セクシュアルハラスメン

トについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意すること。 

イ 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針（平成 18 年厚生労働省告示第 615 号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講

ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されているとおりであ

るが、特に留意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相

談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主の方針の明確化等の措置義務については、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律（令和元年法律第 24 号）附則第３条の規定により読み替えられた労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律第 30 条の２第１項の規定により、中小企業（資本金が３億円以下又は常時使用する従業員の数が 300 人

以下の企業）は、令和４年４月１日から義務化となり、それまでの間は努力義務とされているが、適切な勤務体制の確保等の観点から、必要な措

置を講じるよう努められたい。 

 

ロ 事業主が講じることが望ましい取組についてパワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の

防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等）及び③被害防止のための取組（マニ

ュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組）が規定されている。介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマー

ハラスメントの防止が求められていることから、イ（事業主が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけ

るハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。 

 ・研修実施状況確認 

記録の【有・無】 

（実施日時，参加者，

配布資料 等） 

 

 

ハラスメント対策の

実施【有・無】 

32 

業務継続

計画の策

定等 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するため

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていますか。（令和６年３月３１日まで

経過措置あり） 

はい・いいえ 

検討中 

  

 

※ 感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を受けられるよう、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレ

ーション）を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第３条の 30 

の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が

発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるように

することが望ましい。 

 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年

厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間

は、努力義務とされている。 

  

 

※ 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染

症発生時の業務継続ガイドライン」、「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。また、想定される災

害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的

に策定することを妨げるものではない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従

業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施していますか。 

はい・いいえ 

検討中 

平18厚令34第3条

の30の2第2項 

 

※ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応に

かかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望

ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 
 

平18解釈通知第3

の1の4（２３）③ 

 

 

※ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、

感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

平18解釈通知第3

の1の4（２３）④ 

 

③ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っていますか。 

はい・いいえ 

検討中 

平18厚令34第3条

の30の2第3項 

 

33  

衛生管理

等 

① 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っていますか。 はい・いいえ 条例第33条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の31第1項 

労働安全衛生法 

第66条 

・健康診断の記録 

・衛生マニュアル等 

 

※ 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに 1回（ただし、深夜業労働者等は６ヶ月以内ごとに 1回）、定期に健康診断を実施しなければなり

ません。 

 

※ 手洗所等の従業者共用のタオルは、感染源として感染拡大の恐れがありますので、使用しないでください。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めていますか。 はい・いいえ 条例第33条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の31第1項 

平18-0331004号 

第3の1の4 (22) 

 

※ 従業者が感染源となることを予防し、また感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講

じていますか。 

③ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん

延しないように、次の各号に掲げる措置を講じていますか。（令和６年３月３１日まで経過措置

あり） 

一 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるもの

とする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

三 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の

ための研修及び訓練を定期的に実施すること 

はい・いいえ 

検討中 

  

※ 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具体的には

次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所に実施が求められるもので

あるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。なお、当該義務付けの適用に当

たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日ま

での間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会当該事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（以下「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識

を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者につ

いては外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確に

するとともに、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要で

ある。感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催

するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要がある。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器

をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の

対応を規定する。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的

な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村にお

ける事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時における事業

所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き」を参照され

たい。 

平１８解釈通知第3

の1の４（２４）② 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

 ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容

は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づいた

衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するととも

に、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録するこ

とが必要である。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を

活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を

定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感染症発生時において迅速に行動できるよ

う、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上で

のケアの演習などを実施するものとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合

わせながら実施することが適切である。 
 

34 掲示 ① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業

者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を

掲示していますか。 

はい・いいえ 条例第34条 

平 18厚労令34 

第3条の32 

・掲示物 

 

※ 利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項とは、当該事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制等をいいます。 

 

② 前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えていますか。 

はい・いいえ 平１８厚令３４第３条

の３２第２項 

 

35 

秘密保持

等 

① 従業者が正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてい

ませんか。 

い な い ・ い る 条例第35条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の33第1項 

 

・雇用時の誓約書等 

・利用者及び家族の

同意書 
 

※ 秘密を保持すべき旨を就業規則に規定することや、誓約書等をとるなどの措置を講じてください。 

② 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じていますか。 

はい・いいえ 条例第35条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の33第2項 
 

※ 従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定め

を置くなどの措置を講じなければなりません。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (23)② 

③ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ていま

すか。 

はい・いいえ 条例第35条第3項 

平 18厚労令34 

第3条の33第3項 

 

※ この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくことで足りるものです。 平18-0331004号 

第3の1の4 (23)③ 

④ 「個人情報の保護に関する法律」に基づき、入居者及びその家族の個人情報を適切に取り

扱っていますか。 

はい・いいえ 個人情報の保護に関

する法律(平15年法

律第57号) 

  

※ 個人情報の取り扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（Ｈ29.4.14 個人情報保護

委員会・厚生労働省）」を参照してください。   

36 広告 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その

内容が虚偽又は誇大なものになっていませんか。 

い な い ・ い る 条例第36条 

平 18厚労令34 

第3条の34  

・パンフレット等 

37 

指定居宅

介護支援

事業者に

対する利

益供与の

禁止 

居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用

させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していませんか。 

い な い ・ い る 条例第37条 

平 18厚労令34 

第3条の35 

 

 

38  

苦情処理 
① 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じていますか。 

はい・いいえ 条例第38条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の36第1項 

・運営規程 

・重要事項説明書 

・掲示物 

・苦情に関する記録 

・指導又は助言に関

する記録 

 

※「必要な措置」とは、具体的には次のとおりです。 

ア 苦情を受け付けるための窓口を設置する。 

イ 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにする。 

ウ 利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概要についても併せて記載する。 

エ 苦情に対する措置の概要について事業所に掲示する 等 

平18-0331004号 

第3の1の4 (25)① 

② 苦情を受け付けた場合には、当該苦情受付日、その内容等を記録していますか。 はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第38条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の36第2項 

※ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら

行ってください。 
 

平18-0331004号 

第3の1の4 (25)② 

 ※ 記録の整備については、台帳等を作成し記録するとともに、利用者個票等に個別の情報として記録することが望ましいです。 
 

※ なお、当該記録は、5年間保存しなければなりません。 
 

条例第42条第2項 

【独自基準（市）】 
 

※ 苦情解決の仕組みについては「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」（平成 12 年 6 月 7

日厚労省通知）を参考としてください。 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
③ 市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは

照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指

導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていま

すか。 

はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第38条第3項 

平 18厚労令34 

第3条の36第3項 

④ 市からの求めがあった場合には、③の改善の内容を市に報告していますか。 はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第38条第4項 

平 18厚労令34 

第3条の36第4項 

⑤ 提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査

に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っていますか。 

はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第38条第5項 

平 18厚労令34 

第3条の36第5項 

⑥ 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、⑤の改善の内容を国民健康保険

団体連合会に報告していますか。 

はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第38条第6項 

平 18厚労令34 

第3条の36第6項 

39 

地域との

連携等 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、地域の医療関係者、事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援セン

ターの職員、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構

成される協議会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者又はその家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得なければならない。）（介護・医療連携推進会議）を設置していますか。 

はい・いいえ 条例第39条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の37第1項 

・介護／医療連携推

進会議の記録 

・自己評価結果 

・外部評価結果 

・苦情の記録 

・利用者情報 

 

※ 「知見を有する者」については、同種事業の他事業所の職員等が該当します。法人内部の有資格者は認められません。  
 

※ 介護・医療連携推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この①において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっ

ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

② おおむね６月に１回以上、①の介護・医療連携推進会議に対し提供状況を報告し、介護・医

療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けていますか。 

はい・いいえ 

 

条例第39条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の37第1項 

 

※ 介護・医療連携推進会議は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者、地域の医療関係者、市町村職員（地域包括支援センタ

ー職員）、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービス

の質の確保を図ること及び当該会議において、地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携

を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものです。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (26)① 

 

 

※ この介護・医療連携推進会議は、指定申請時には既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものです。 

また、地域の住民の代表者とは、町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等が、地域の医療関係者とは、郡市区医師会の医師等、地域医療機

関の医師や医療ソーシャルワーカー等が考えられます。 

 

※ なお、介護・医療連携推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を満たす場合においては、複

数の事業所の介護・医療連携推進会議を合同で開催して差し支えありません。 

イ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせ

て、市町村区域の単位等内に所在する事業所であっても差し支えない。 

ハ 合同で開催する回数が、１年度に開催すべき介護・医療連携推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 

ニ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議は、単独で開催すること。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (26)① 

平27老振発0327 

第 4 号 ・ 老 老 発

0327第1号 

 

※ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサ

ービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、介護・医療連携推進会議において第三者の観点からサービ

スの評価（外部評価）を行うこととし、実施にあたっては以下の点に留意してください。 

イ 自己評価は、事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所として提供するサ

ービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指すものです。 

ロ 外部評価は、介護・医療連携推進会議において、当該事業所が行った自己評価結果に基づき、当該事業所で提供されているサービスの内容

や課題等について共有を図るとともに、利用者、地域の医療関係者、市町村職員、地域住民の代表者等が第三者の観点から評価を行うことに

より、新たな課題や改善点を明らかにすることが必要です。 

ハ このようなことから、介護・医療連携推進会議において当該取組を行う場合には、地域包括支援センター職員、指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要です。 

ニ 自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情

報公表システムを活用し公表することが考えられるが、法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示、市

町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等により公表することも差し支えありません。 

ホ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方については、平成24年度老人保健健康増進等事業「

定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業」（一般社団法人二十四時間在宅ケア研究会）を参考に

行うものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行ってください。 
 

平18-0331004号 

第3の1の4 (26)② 

③ ②の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表して

いますか。 

はい・いいえ 条例第39条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の37第2項 

平18-0331004号 

第3の1の4 (26)③ 

条例第43条第2項 

 

 

※ 介護・医療連携推進会議における報告等の記録は、2年間保存しなければなりません。 

④ 事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利

用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が

実施する事業に協力するよう努めていますか。 

はい・いいえ 条例第39条第3項 

平 18厚労令34 

第3条の37第3項 

 

※ 基準第 3 条第 2 項の趣旨に基づき、介護相談員を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町村との密接な連携に努めることを規定した

ものです。 

  なお、「市町村が実施する事業」には、介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民の協力を得て

行う事業が含まれます。 

平18-0331004号

第3の1の4 (26)④ 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
⑤ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する

利用者に対してサービスを提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に

居住する利用者以外の者に対しても、サービスの提供を行っていますか。 

はい・いいえ 

該当なし 

条例 

第39条第4項 

平 18厚労令34 

第3条の37第3項 
 

※ 高齢者向け集合住宅等と同一の建物に所在する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が当該高齢者向け集合住宅等に居住する高

齢者に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合、いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、「項目８ 

提供拒否の禁止」における正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければなりま

せん。 

平18-0331004号 

第3の1の4 (26)⑤ 

40 

事故発生

時の対応 

① 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利

用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じています

か。 

はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第40条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の38第1項 

・事故対応マニュアル 

・事故に関する記録 

・損害賠償関係書類 

② ①の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録していますか。 はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第40条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の38第2項 
 

※ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、５年間保存しなければなりません。 条例第42条第2項 

【独自基準（市）】 

③ 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行っていますか。 

はい・いいえ 

事 例 な し 

条例第40条第3項 

平 18厚労令34 

第3条の38第3項 

※ ①～③について、以下の点に留意してください。 

ア 事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくことが望ましいです。 

イ 賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいです。 

ウ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じてください。 
 

平18-0331004号 

第3の1の4 (27) 

41 

虐待の防

止 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じていますか。（令和６

年３月31 日まで経過措置あり） 

 

一 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を

検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開

催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を

図ること。  

二 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を

整備すること。  

三 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。  

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

はい・いいえ 

検討中 

条例第40条の2 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 ※ 虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場

合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成 17 年法律第 124 号。以下「高齢者虐待

防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点か

ら虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

 

・虐待の未然防止 

高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられていると

おり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者

としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあるこ

とから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。

また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は当該通報の手続

が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するも

のとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日までの間

は、努力義務とされている。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生し

た場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務及び役割

分担を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望

ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定されるため、その性質上、一概に従業者に

共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。また、事業所に実施が

求められるものであるが、他のサービス事業者との連携により行うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体

制、虐待等の再発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとと

もに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、

定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待を防止する

ための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止

検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 
 

平18解釈通知第3

の1の4（31） 

 

42  

会計の区

分 

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分していますか。 

はい・いいえ 条例第41条 

平 18厚労令34 

第3条の39 

・会計関係書類 

 
 

※ 具体的な会計処理の方法等については、以下の通知を参考として適切に行ってください。 

● 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年３月29日老高発0329第１号） 

● 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成 13年３月28日老振発第 18号） 

● 指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて（平成 12年３月 10日老計第８号） 

平18-0331004号 

第3の1の4 (28) 

43  

記録の整

備 

① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備していますか。 はい・いいえ 条例第42条 

平 18厚労令34 

第3条の40 

【独自基準（市）】 

・各種記録 

② 利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から２

年間（カ及びキにあっては５年間）保存していますか。 

はい・いいえ 

 ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

イ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

ウ 主治の医師による指示の文書 

エ 訪問看護報告書 

オ 利用者に関する市町村への通知に係る記録（項目26参照） 

カ 苦情の内容等の記録 

キ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

17 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 ※ その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指す

ものとする。 
 

平18解釈通知第3

の1の4(33） 
 

44 

電磁的記

録等 

作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの（本主眼事項第４の４及び次に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識

することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行っていますか。 

はい・いいえ 

 

  

 
※指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この

省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法そ

の他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 
 

  

 

※ 電磁的記録について 

基準第183 条第１項及び予防基準第90 条第１項は、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者等（以下「事業者等」という。）の書面の保存等

に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この省令で規定する書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとし

たものである。 

⑴ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

⑵ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製する

ファイルにより保存する方法 

⑶ その他、基準第183 条第１項及び予防基準第90 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、⑴及び⑵に準じた方法によること。 

⑷ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

※ 電磁的方法について 

基準第183 条第２項及び予防基準第90 条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、

書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げ

る電磁的方法によることができることとしたものである。 

⑴ 電磁的方法による交付は、基準第３条の７第２項から第６項まで及び予防基準第11 条第２項から第６項までの規定に準じた方法によること。 

⑵ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務

省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑶ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。な

お、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

⑷ その他、基準第183 条第２項及び予防基準第90 条第２項において電磁的方法によることができるとされているものは、⑴から⑶までに準じた方法によること。ただし、基

準若しくは予防基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑸ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
 

  

第６ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例  

45 

適用除外 
① 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

のうち法第 8条第 15項第 2号に該当するものをいう。）の事業を行う者（以下「連携型指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「連

携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。）ごとに置くべき定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については、条例第 7 条第 1 項第 4 号、第

9 項、第 10 項及び第 12 項の規定については適用しない。（本点検表「４ 従業者の員数」

の看護職員に関する人員基準についての部分を参照してください。） 

 

 

 

 

条例第 43 条第 1

項 

平 18厚労令 34 

第 3 条の 41 第 1

項 

・契約書 

・利用者の記録 

・連携体制に関する

記録 

・介護／医療連携推

進会議の記録 

② 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、条例第 26 条、第 27

条第 4項（同条第 9項において準用する場合を含む。）第 5項（同条第 9項において準用

する場合を含む。）及び第 10項から第 12項まで並びに第 43条第2項第3号及び第4

号の規定は適用しない。（本点検表「23 主治の医師との関係」「24 定期巡回・随時対応型

訪問介護看護計画等の作成」の該当部分を参照してください） 

 条例第43条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の41第2項 

 

※ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、訪問看護サービスの提供を行わず、連携指定訪問看護事業所が行うこと

となります。したがって、訪問看護サービスに係る人員、設備及び運営基準が適用されないことを除けば、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護以外の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。）に係る基準が全て適用

されます。 

平18-0331004号 

第3の1の5 ⑴ 

46 

指定訪問

看護事業

所との連

携 

① 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、連携型指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所ごとに、当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の利用者に対し指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携をしていますか。 

はい・いいえ 条例第44条第1項 

平 18厚労令34 

第3条の42第1項 

② 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は連携する指定訪問看護事業者（

以下「連携指定訪問看護事業者」という。）との契約に基づき、当該連携指定訪問看護事業

者から、次に掲げる事項について必要な協力を得ていますか。 

はい・いいえ 条例第44条第2項 

平 18厚労令34 

第3条の42第2項 

ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっての、看護職員によるアセスメン

ト及びモニタリングの実施 

イ 随時対応サービスの提供に当たって、看護職員による対応が必要と判断された場合に確

実に連絡が可能な体制の確保 

ウ 介護・医療連携推進会議への参加 

エ その他必要な指導及び助言 

 平18-0331004号 

第3の1の5⑵② 

第７ 変更の届出等 
 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

18 

 

自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
47 

変更の届

出等 

① 事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項変更があったとき、又は休止

した当該指定地域密着型サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところ

により、１０日以内に、その旨を市長（高齢福祉課）に届け出ていますか。 

はい・いいえ 法第78条の5第1項 

施行規則 

第131条の13第１項 

第1号 

 

 

※ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所においては、訪問看護サービスの提供を行わず、連携指定訪問看護事業所が行うこと

となります。したがって、訪問看護サービスに係る人員、設備及び運営基準が適用されないことを除けば、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護以外の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。）に係る基準が全て適用

されます。 
 

※ 「介護給付算定に係る体制届」に係る加算等（算定する単位数が増えるもの）については、算定する月の前月 15日までに届出が必要です。 留意事項第１の１(5) 

② 事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の１月前までに、そ

の旨を市長（高齢福祉課）に届け出ていますか。 

はい・いいえ 法第78条の5第2項 

施行規則第131条

の13第4項 

第８ 介護給付費関係  

48 

定 期 巡

回・随時

対応型訪

問介護看

護（Ⅰ）（

Ⅱ） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供を行った場合、利用者の要介護状態区

分に応じて以下の所定単位数を算定していますか。 

は い ・ い い え 平 18厚労告 126 

別表１ イロ 

注 1・注２・注３ 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（１月につき）（連携型以外） 

⑴ 訪問看護サービスを行わない場合 

 ㈠ 要介護１               ５，６９７単位 

 ㈡ 要介護２              １０，１６８単位 

 ㈢ 要介護３              １６，８８３単位 

 ㈣ 要介護４              ２１，３５７単位 

 ㈤ 要介護５              ２５，８２９単位 

⑵ 訪問看護サービスを行う場合 

 ㈠ 要介護１               ８，３１２単位 

 ㈡ 要介護２              １２，９８５単位 

 ㈢ 要介護３              １９，８２１単位 

 ㈣ 要介護４              ２４，４３４単位 

 ㈤ 要介護５              ２５，６０１単位 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）（1月につき）（連携型） 

 ⑴ 要介護１               ５，６９７単位 

 ⑵ 要介護２              １０，１６８単位 

 ⑶ 要介護３              １６，８８３単位 

 ⑷ 要介護４              ２１，３５７単位 

 ⑸ 要介護５              ２１，８２９単位 

  

 

※ 月途中からの利用開始又は月途中での利用終了の場合には、所定単位数を日割り計算して得た単位数を算定します。 
留意事項 

第2の2(1) 

 

 

 

※ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している間は、訪問介護費（通院等乗降介助に係るものを除く。）、訪問看護費（連携型指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合を除く。）及び夜間対応型訪問介護費（以下「訪問介護費等」という。）は算定できません。 

この場合において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を開始した初日における当該利用開始時以前に提供されたサービスに係る訪問介

護費等及び利用終了日における利用終了時以後に提供されたサービスに係る訪問介護費等は算定できます。 

 

 

※ ⑵については、通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病の患者を除く。）に対して訪問看護サービスを提

供した場合に、利用者の要介護状態区分に応じて算定してください。 

平 18厚労告 126 

別表１ イロ 注2 

平27厚労告94 

第32号 

 

厚生労働大臣が定める疾病等   

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン

病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核

変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3以上であって生活機

能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリ

ーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、

ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱

髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

※ 訪問看護サービスについて 

 

① 「通院が困難な利用者」について 

 通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護サービスの提供が必

要と判断された場合は訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問看護費を算定することができます。 

 

② 訪問看護指示の有効期間について 

訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）は、主治の医師の判断に基づいて交付された指示書の有効期間内に

訪問過誤サービスを行った場合に算定する。 

 

③ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の訪問について 

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである

場合に、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけたものです。なお言語聴覚士による訪問において提供されるものは診療の補助行為（言

語聴覚士法第42条第 1項）に限られます。 

 

④ 末期の悪性腫瘍の患者等の取扱について 

末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者について  は、医療保険の給付対象になるものであり、訪問看護サービス利用者に

係る定期巡回随時対応型訪問介護看護費は算定できません。なお月途中から医療保険の給付の対象となる場合は又は月途中から医療保険給付

の対象外となる場合は、医療保険の給付の対象となる期間に応じて日割り計算を行うこととされています。 

 

⑤ 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護サービスが行われた場合の取扱 

   居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合は所定

単位数に 100分の 98を乗じて得た単位数を算定してください。 

  

（準看護

師による

サービス

の提供） 

 准看護師が訪問看護サービスを行った場合は、所定単位数の１００分の９８に相当する単位

数を算定していまいすか。 

はい ・いいえ 

該当なし 

  

49 

通所サー

ビスの減

算 

① 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護または認知症対応型通所介護を

受けている利用者に対して、サービスの提供を行った場合は、通所介護等を利用した日数

に、1 日あたり次に掲げる単位数を乗じて得た単位数を所定単位数から減算しています

か。 

はい ・いいえ 

該当なし 

平18厚労告126 

別表１ イロ 注4 

留意事項 

第2の2⑵ 

 

⑴ イ⑴又はロの所定単位数を算定する場合 

 ㈠ 要介護１           ６２単位 

 ㈡ 要介護２          １１１単位 

 ㈢ 要介護３          １８４単位 

 ㈣ 要介護４          ２３３単位 

 ㈤ 要介護５          ２８１単位 

⑵ イ⑵の所定単位数を算定する場合 

 ㈠ 要介護１           ９１単位 

 ㈡ 要介護２          １４１単位 

 ㈢ 要介護３          ２１６単位 

 ㈣ 要介護４          ２６６単位 

 ㈤ 要介護５          ３２２単位 

  

② 短期入所系サービスを受けている利用者に対して、サービスの提供を行った場合は、当

該月の日数から、当該月の短期入所系サービスの利用日数を（退所日を除く）を減じて得た

日数に、サービスコード表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）（Ⅱ）の日割り単価を

乗じて単位数を当該月の単位数としていますか。 

はい ・いいえ 

該当なし 

留意事項 

第2の2⑷ 
 

 

※ 短期入所系サービスとは以下の通りです。  

● 短期入所生活介護      ● 短期入所療養介護 

● 短期利用認知症対応型共同生活介護 

● （地域密着型）短期利用特定施設入居者生活介護 

● （看護）小規模多機能型居宅介護 

（短期利用居宅介護費を算定する場合に限る） 

 

50 

同一建物

若しくは

隣接する

敷地内の

建物の減

算 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接

する敷地内の建物若しくは当該事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）に

居住する利用者（当該事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以

上居住する建物に居住する利用者を除く。）がいる場合ｍ１月につき６００単位を所定単位

数から減算していますか。 

はい ・いいえ 

 

平18厚労告126号 

別表１ イロ 注5 
 

② 当該事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物

に居住する利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月

につき 900単位を所定単位数から減算していますか。 

はい ・いいえ 

 
 

〔同一敷地内建物等の定義〕 

「同一敷地内建物等」とは、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と構造上又

は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築

物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものです。 

具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合などが該当し、同一

の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭

い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものとされています。 

 留意事項 

第2の2（4）① 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

※ 当該減算は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを適切に

評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意し、次のような場合を一例と

して、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないとされています。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

 ・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

 ・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合 

留意事項 

第2の2（4）② 

 

 

 

※ 同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

留意事項 

第2の2（4）③ 
 

〔同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義〕 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の利用者が 50 人以上居住する建物の利用者全員に適用されるもので

す。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いてください。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の

合計を、当該月の日数で除して得た値とします。この平均利用者数の算定に当たっては、小

数点以下を切り捨ててください。 

 留意事項 

第2の2（4）④ 
 

51 

特別地域

加算 

 

 

 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所（その一部として使用される事務所（以

下「サテライト事業所」という。）が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はサ

テライト事業所の訪問看護員等がサービスを行った場合は、特別地域加算として、１月につき

所定単位数の 100分の 15に相当する単位数を所定単位数に加算していますか。 

はい ・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表１ イロ 注6 

留意事項 

第2の2（5） 

 

 

 

〔松本市内加算対象地域〕刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、反町、金山町、保福寺町、中川、安曇、奈川 

※ 県内対象地域については長野県ホームページでご確認ください 

52 

中山間地

域等居住

者加算 

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越

えて指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、１月につき所定単位数の 100

分の5に相当する単位数を加算していますか。 

はい ・いいえ 

該 当 なし 

平18年厚労告126 

別表１ イロ 注8 

 

 

 

〔松本市内加算対象地域〕入山辺、今井、横田、大村、南浅間、惣社、浅間温泉、水汲、原、洞、三才山、稲倉、刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、反町、金山町、保福寺

町、板場、穴沢、会田、取手、中川、五常、安曇、奈川、梓川梓（小室）、上野（八景山） 

※ 県内対象地域については長野県ホームページでご確認ください。 

※通常の実施地域に上記のエリアが含まれている場合は加算対象外です。 

※ 当該加算を算定する利用者については、通常の事業の実施地域を越えて行う交通費の支払いを受けることはできません。 

 

53 

緊急時訪

問看護加

算 

（一体型

のみ） 

利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行

う体制にある場合には、緊急時訪問看護加算として、１月につき 315単位を所定単位数に加

算していますか。 

はい ・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表１ イロ 注9 
 

 

※ 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の

看護師等が訪問看護サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行う体

制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算するものとします。 

留意事項 

第2の2（8）① 
 

 

※ 介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算します。なお、当該加算を介護保険で請求した場合

には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにける緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険に

おける訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できません。 

留意事項 

第2の2（8）② 
 

 

※ 1 人の利用者に対し、1 か所の事業所に限り算定できるため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護サービスを受けようとする利用者に説明

するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時対応訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認してください。 

留意事項 

第2の2（8）③ 
 

 

※ 当該加算の算定に当たっては、通常の加算とは異なり、届出を受理した日から算定します。 留意事項 

第2の2（8）④ 
 

54 

特別管理

加算 

（一体型

のみ） 

訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者（厚生労働大臣が定める状態にあ

るもの）に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、別に厚生労働大

臣が定める区分に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として加算して

いますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表１ イロ 

注10 

 

 

特別管理加算（Ⅰ）  500単位 □  

特別管理加算（Ⅱ）  250単位 □  

〔厚生労働大臣が定める状態〕  平27厚労告94 

第33号 
 

○特別管理加算（Ⅰ） 

医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導

管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

 

○特別管理加算（Ⅱ） 

① 医科診療報酬点数表に掲げる在宅事故腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅

酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在

宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在

宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

② 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

③ 真皮を越える褥瘡の状態 

④ 点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態 

 

 

※ 介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定します。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に

訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにける特別管理加算、並びに同月に医療保険における訪問看護

を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できません。  

また、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定することができます。 

留意事項 

第2の2（9）② 

留意事項 

第2の2（9）③ 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

※ 「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP 分類Ⅲ度若しくはⅣ度又は DESIGN 分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、D4 若しくは D5 に

該当する状態をいいます。この状態の利用者に対して特別管理加算を算定する場合には、定期的（１週間に１回以上）に褥瘡の状態の観察・アセ

スメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利用者の家

族等に行う指導を含む。）について訪問看護サービス記録書に記録してください。 

留意事項 

第2の2（9）④⑤ 

 

 

 

※ 「点滴注射を週 3 回以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射を週 3 日以上行うことが必要である旨の指示を

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に行った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が週 3 日以上点滴注射を実施している状態を

いいます。 

留意事項 

第2の2（9）⑥ 
 

 

※ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態にある者に対して特別管理加算を算定する場合は、点滴注射が終了した場合その

他必要が認められる場合には、主治の医師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、訪問看護サービス記録書に点滴注射の実施内

容を記録してください。 

留意事項 

第2の2（9）⑦ 
 

 

※ 訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診療を受けることができるよう必要な支援を行ってください。 留意事項 

第2の2（9）⑧ 
 

55 

ターミナ

ルケア加

算 

（一体型

のみ） 

在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て市長に届け出た事業所が、その死亡日及び死亡日前 14日以内に 2日（末期の悪性腫瘍そ

の他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対しては 1 日）以上ターミナルケアを行っ

た場合(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)は、当

該者の死亡月につき 2,000単位を加算していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表1 イロ 注11 

 

 

〔厚生労働大臣が定める基準〕  平27厚労告95 

第45号 
 

① ターミナルケアを受ける利用者について、24 時間連絡できる体制を確保しており、か

つ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 

  

② 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制につ

いて利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っている

こと。 

  

③ ターミナルケアの提供について利用者の身体の状況の変化等必要な事項が適切に記録

されていること。 

  

〔厚生労働大臣が定める状態〕  平27厚労告94第

35号 
 

ア 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基

底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ 3 以上であっ

て生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体黒質変

性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、亜急性硬

化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮

症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人工呼吸器を使

用している状態 

イ 急性憎悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認

める状態 

   
   

 

※ 在宅で死亡した利用者の死亡月に算定することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属する月と、利用者の死亡月が異なる

場合には、死亡月に算定することとします。 

留意事項 

第2の2（10）① 
 

 

※ 1 人の利用者に対し、1 か所の事業所に限り算定することができます。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び

看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用し

た場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算（以下「ターミナルケア加算等」という。）は算定

できません。 

留意事項 

第2の2（10）② 
 

 

※ 一の事業所において、死亡日及び死亡日前 14日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ 1日以上実施した

場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定することができます。この場合において他制度の保険によるターミナル

ケア加算等は算定できません。 

留意事項 

第2の2（10）③ 
 

 

※ ターミナルケアの提供においては、次に掲げる時効を訪問看護サービス記録書に記録しなければなりません。 

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

※ ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びそ

の家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応してください。 

留意事項 

第2の2（10）④ 
 

 

※ ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、２４時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケア

加算を算定することができます。 

留意事項 

第2の2（10）⑤ 
 

 

※ ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めてください。 留意事項 

第2の2（10）⑥ 
 

56 

主治の医

師の特別

な指示が

あった場

合の取扱

い 

（一体型

のみ） 

定期巡回随時対応型訪問介護（Ⅰ）⑵について、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の訪問看護サービスを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及び

介護医療院の医師を除く。）が、当該利用者が急性増悪等により、一時的に頻回の訪問看護を

行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から１４日間に限り、サービス

コード表の訪問看護サービス利用者に係る定期巡回･随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）⑴を算定

していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表 イロ 注12 
 

 

※ 利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は特別指示書の交付があった場合は、交付の日から

１４日間を限度として医療保険の給付対象となるものであり、訪問看護サービス利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）は算

定できません。 

   この場合においては日割り計算を行うこととし、日割り計算の方法については、当該月における当該月の日数から当該医療保険の給付対

象となる日数を減じた日数を、サービスコード表の訪問看護サービス利用者にかかる定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）の日割り単価

に乗じて得た単位数と、当該医療保険の給付対象となる日数を、サービスコード表の訪問看護サービス利用者以外の利用者に係る定期巡回・

随時対応型訪問介護看護（Ⅰ）の日割り単価に乗じて得た単位数とを合算した単位数を当該月の所定単位とします。 

   なお、医療機関において実施する訪問看護の利用者について、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要があって、医療保険

の給付対象となる場合には、頻回の訪問看護が必要な理由、その期間等については、診療録に記載しなければなりません。 

留意事項 

第2の2（11） 
 



 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
57 

サービス

種類相互

の算定関

係 

利用者が他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている間に、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費を算定していませんか。 

い な い ・ い る 平18厚労告126 

別表１ イロ 

注13・注14 

 

58 

初期加算 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、利用を開始した日から起算して 30 日以内

の期間については、1日につき所定単位数（30単位）を加算していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表1ハ 注 
 

 

※ 30日を超える病院又は診療所への入院の後に利用を再開した場合も同様とします。  

59 

退院時共

同指導加

算 

（一体型

のみ） 

病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（以下「病院等」という。）に入院中又は入

所中の者が退院又は退所するに当たり、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の保健師、看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院時共同指導（当

該者又はその看護に当たっている者に対して、病院等の主治の医師その他の従業者と共同

し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。）を行っ

た後、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、

退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者

は２回）に限り、600単位を加算していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表１ニ 注 
 

 

※ 病院等に入院中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の看護師等が退院時共同指導を

行った後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護サービスを実施した場合に、1 人の利用者に当該者の退院又は退所につき 1 回（厚生

労働大臣が定める状態（項目 51「特別管理加算」参照。）にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合は 2 回）に限り、当該

加算を算定できます。 

   この場合の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービスを実施した日の属する月に算定します。なお、当該加算を算定する月の前月に退院

時共同指導を行っている場合においても算定できます。 

なお，当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できます。また、退院時共同指導は、テレビ電話装置等（

リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。ただし、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者又はその看護に当たる者の同意を得なければなりません。 

なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

留意事項 

第2の2（12）① 
 

 

※ 2 回の当該加算の算定が可能である利用者（厚生労働大臣が定める状態の者）に対して複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問看護ステーションが退院時共同指導を行う場合にあっては、1回ずつの算定も可能です。 

留意事項 

第2の2（12）② 
 

 

※ 複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合は、主治の医師の所属する病院等に対し、他の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有無について確認してください。 

留意事項 

第2の2（12）③ 
 

 

※ 当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける退

院時共同指導加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該加算は算定できません。（2 回の当該

加算の算定が可能である利用者について、1回ずつの算定を行う場合を除く。） 

留意事項 

第2の2（12）④ 
 

 

※ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を訪問看護サービス記録書に記録する必要があります。 留意事項 

第2の2（12）⑤ 
 

60 

総合マネ

ジメント

体制強化

加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出を行っており、指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質を継続的に管理した場合は、１か月につき 1,000

単位を加算していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表１ホ 注 

 

 

〔別に厚生労働大臣が定める基準〕 

 次に揚げる基準のいずれにも該当する必要があります。 

   

① 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、計画作成責任

者、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画の見直しを行っていますか。 

 平27厚労告95 

第46号 

 

 

② 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所が提供することのできる指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の具体的な内容に関する情報提供を行っていますか。 

   

 
 

※ 総合マネジメント体制強化加算は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定でき余す 

 イ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、計画作成責任者、看護師、

准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、随時適切に見直しを行っていること。 

 ロ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図るとともに、地域の病院の退院支援部門、診

療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所において提供することができる具体的なサービスの内容等について日常的に情報提

供を行っていること。 

留意事項 

第2の2（13）② 
 

61 

生活機能

向上連携

加算 

 下記の基準に適合しているとして、所定単位数を加算していますか。 はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表1へ  
 

生活機能向上連携加算(Ⅰ)      100単位 □   

生活機能向上連携加算(Ⅱ)      200単位 □   
 

※ （Ⅰ）について、計画作成責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が

200 床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の医師、理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士（以下「理学療法士等」という。）の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画を作成し、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算できます。 

平18厚労告126 

別表1へ 注１ 
 

 

※（Ⅱ） について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施して

いる医療提供施設の理学療法士等が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する

際に計画作成責任者が同行する等により、当該理学療法士等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とし

た定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等と連携し、当該計画に基づく指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を行ったときは、初回の当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が行われた日の属する月以降３月の間、１月につき所定単位

数を加算できます。ただし、（Ⅰ）を算定している場合は、算定できません。 

平18厚労告126 

別表1へ 注2 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
生活機能

向上連携

加算（Ⅱ） 

①〔生活機能向上連携加算(Ⅱ)〕  留意事項 

第2の2（14）① 
 

イ 「生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」は、利用者の日

常生活において介助等を必要とする行為について、単に訪問介護員等が介助等を行うの

みならず、利用者本人が、日々の暮らしの中で当該行為を可能な限り自立して行うことが

できるよう、その有する能力及び改善可能性に応じた具体的目標を定めた上で、訪問介護

員等が提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容を定めたものでなければ

なりません。 

 

ロ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテー

ション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している

医療提供施設の理学療法士等が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する

又は当該理学療法士等及び計画作成責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカン

ファレンス（サービス担当者会議として開催されるものを除く。）を行い、当該利用者のＡＤ

Ｌ（寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買物、金

銭管理、服薬状況等）に関する利用者の状況につき、理学療法士等と計画作成責任者が共

同して、現在の状況及びその改善可能性の評価（以下「生活機能アセスメント」という。）を

行うこととされています。 

カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等

を遵守すること。 

また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分

した上で、計画作成責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。  

なお、この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬に

おける疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人

保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院のことを指します。 

   

ハ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、

次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載すること。 

ａ 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容 

ｂ 生活機能アセスメントの結果に基づき、ａの内容について定めた３月を目途とする達成目

標 

ｃ ｂの目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標 

ｄ ｂ及びｃの目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容 

   

ニ ハのｂ及びｃの達成目標については、利用者の意向及び利用者を担当する介護支援専門

員の意見も踏まえ策定するとともに、利用者自身がその達成度合いを客観視でき、当該利

用者の意欲の向上につながるよう、例えば当該目標に係る生活行為の回数や当該生活行

為を行うために必要となる基本的な動作（立位又は座位の保持等）の時間数といった数値

を用いる等、可能な限り具体的かつ客観的な指標を用いて設定すること。 

   

ホ イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び当該計画に基づく訪問介護員等が行う

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容としては、例えば次のようなものが考えら

れます。 

   

達成目標として「自宅のポータブルトイレを１日１回以上利用する（１月目、２月目の目標とし

て座位の保持時間）」を設定。 

（１月目） 

訪問介護員等は週２回の訪問の際、ベッド上で体を起こす介助を行い、利用者が５分間

の座位を保持している間、ベッド周辺の整理を行いながら安全確保のための見守り及び付

き添いを行う。 

（２月目） 

ベッド上からポータブルトイレへの移動の介助を行い、利用者の体を支えながら、排泄の

介助を行う。 

（３月目） 

ベッド上からポータブルトイレへ利用者が移動する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要

に応じて介助を行う（訪問介護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護提供時以

外のポータブルトイレの利用状況等について確認を行う）。 

 

ヘ 本加算はロの評価に基づき、イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき提供

された初回の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日が属する月を含む３月を限

度として算定されるものであり、３月を超えて本加算を算定しようとする場合は、再度ロの

評価に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直すこと。 

   

 

※ 当該３月の間に利用者に対する指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーション等の提供が終了した場合であっても、３月間は

本加算の算定が可能です。 

  

ト 本加算を算定する期間中は、各月における目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療

法士等に報告し、必要に応じて利用者の意向を確認し、当該理学療法士等から必要な助言

を得た上で、利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬの改善状況及びハのｂの達成目標を踏まえた適切な

対応を行うこと。 

   

生活機能

向上連携

加算（Ⅰ） 

②〔生活機能向上連携加算(Ⅰ)〕    

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)については、①ロ、ヘ及びトを除き、①の基準をを満たしてい

る必要があります。 

 留意事項 

第2の2（14）② 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
 

 

※ 本加算は、理学療法士等が自宅を訪問せずにＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握した上で計画作成責任者に助言を

行い、計画作成責任者が、助言に基づき①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成（変更）するとともに、計画作成から３月経過後、目

標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告することを定期的に実施することを評価するものです。 

ａ  ①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、理学療法士等は、

当該利用者のＡＤＬ及びＩＡＤＬに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、

指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

場において把握し、又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者

と連携してＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いて把握した上で、当該指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者に助言を行うこと。 

 ＩＣＴを活用した動画やテレビ電話装置等を用いる場合においては、理学療法士等がＡＤ

Ｌ及びＩＡＤＬに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法

士等と計画作成責任者で事前に方法等を調整すること。 

   

 

ｂ  当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の計画作成責任者は、ａの助言に基

づき、生活機能アセスメントを行った上で、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

の作成を行うこと。 

   

 

 

※ ①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画には、ａの助言の内容を記載する必要があります。 

ｃ  本加算は、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供した初回の月に限り、算定すること。 

   

 
 

※ ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算を算定することは可能ですが、利用者の急性増悪等

により定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合を除き、①イの定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護を提供した翌月及び翌々月は本加算を算定しない。 

ｄ  ３月経過後、目標の達成度合いにつき、利用者及び理学療法士等に報告すること。    
 

※ 再度ａの助言に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直した場合には、本加算の算定が可能である。  

62 

認知症専

門ケア加

算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して専門的な認

知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数

を加算していますか。 

はい・いいえ 

該当なし 

  

※次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 
 

  

⑴ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 90単位 □   

⑵ 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 120単位 □   

【別に厚生労働大臣が定める基準】 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

 (1)事業所における利用者の総数のうち、日常性かるに支障を来すおそれのある症状若し

くは行動が認められることから介護の必要とする認知症の者（以下「対象者」）の占める

割合が2分の 1以上であること。 

 (2)認知症介護にかかる専門的な研修を修了している者を、対象者の数が 20 人未満であ

る場合にあっては 1 以上、当該対象者の数が 20 人以上である場合にあっては 1 に当

該対象者の数が 19 を超えて 10 又はその端数を増すごとに 1 を加えて得た数以上配

置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

 (3)当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係

る会議を定期的に開催していること。 

 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

 (1)イの基準のいずれにも該当すること。 

 (2)認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を 1 名以上配置し、施設全体

の認知症ケアの指導等を実施していること。 

(3)当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成

し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定していること。 

   

※ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランク

Ⅲ、Ⅳ又はＭに該当する利用者を指すものとする。 
 

平18留意事項通知

第2の2(15)① 
 

 

※ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が２分の１以上の算定方法は、算定日が属する月の前３月間の利用者実人員数の平均で算定

すること。また、届出を行った月以降においても、直近３月間の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合につき、毎月継続的に所定の割合

以上であることが必要である。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の５の届

出を提出しなければならない。 

平18留意事項通知

第2の2(15)② 
 

 

※ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発第 0331010 号厚

生労働省老健局長通知）、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年３月 31 日老計第 0331007 号厚生労働省計

画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研修」 及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 

平18留意事項通知

第2の2(15)③ 
 

 

※ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつか

のグループ別に分かれて開催することで差し支えない。 

また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この

際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

平18留意事項通知

第2の2(15)④ 
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自 己 点 検 の ポ イ ン ト 点 検 根拠法令 確認書類 
※ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運

営について」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとする。 
 

平18留意事項通知

第2の2(15)⑤ 
 

63 

サービス

提供体制

強化加算 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市長に届け出た事業所が、指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は、次に掲げるの区分に従い、1 月につき

次に掲げる所定単位数を加算していますか。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表1チ注 
 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）      750単位 □  

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）      640単位 □  

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）      350単位 □  

〔厚生労働大臣が定める基準〕  平27厚労告95 

第47号 

イ〔サービス提供体制強化加算（Ⅰ）〕 

次のいずれにも該当すること。 

① 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者に対し，定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者ごとに研修計画を作成し，研

修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

② 利用者に関する情報や留意事項の伝達又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。 

③ 当該指定定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所の全ての定期巡回･随時対応型訪問

介護看護従業者に対し，健康診断等を定期的に実施すること。 

 

④ 次のいずれかに適合すること。 

 ㈠ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介

護福祉士の占める割合が 100分の60以上であること。 

㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、 

続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の 25以上であること。 

 

 ロ〔サービス提供体制強化加算（Ⅱ）〕 

次のいずれにも該当すること。 

① 上記イの①～③の基準に適合している。 

② 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の 総数のうち，介護福

祉士の割合が 100 分の 40 以上又は介護福祉士，実務者研修修了者及び介護職員基礎

研修課程修了者の占める割合が 100分の60以上であること。 

 

  

  

 ハ〔サービス提供体制強化加算（Ⅲ）〕 

次のいずれにも該当すること。 

① 上記イの①～③の基準に適合している。 

② 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福

祉士の占める割合が 100 分の 30 以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護

職員基礎研修課程修了者の占める割合が 100分の50以上であること。 

㈡ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100分の60以上であること。 

㈢ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100分の30以上 

 

 

 

 ※「研修」について 

 従業者ごとの「研修計画」については，当該事業所におけるサービス従業者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の

確保を定めるとともに，従業者について個別具体的な研修の目標，内容，研修期間，実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 
 

留意事項 

第2の2（15）① 

 
 

※ 「会議の開催」について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議」とは，当該事業所の

従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお，実施に当たっては，全員が一堂に会して開催する必要はなく，いくつかのグループ

別に分かれて開催することができる。また，会議の開催状況については，その概要を記録しなければならない。なお，「定期的」とは，おおむね１

月に１回以上開催されている必要がある。 

また、会議は，テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載

しなければならない。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家族環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

留意事項 

第2の2（15）② 

  

 
 

※ 「健康診断等」について 

   労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業

者も含めて、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施しなければなりません。新たに加算を算定しようとする場合にあって

は、少なくとも１年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとします。 

留意事項 

第2の2（15）③ 

 

 
 

※ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いることとします。ただし、前年度の実績が

６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法

により算出した平均を使用してください。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となりま

す。 

   なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは、介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月末日時点で資格を取得又は研修

の課程を修了している者とします。 

留意事項 

第2の2（15）④ 
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※ 上記、ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなけ

ればなりません。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに届出を提出しなければなり

ません。 

留意事項 

第2の2（15）⑤ 

 
 

※ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。具体的には平成２４年４月における勤続年数３年以上の者と

は、平成２４年３月３１日時点で勤続年数が３年以上である者をいいます。 

留意事項 

第2の2（15）⑥ 

 
 

※ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等

においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとします。 

留意事項 

第2の2（15）⑦ 

64 

介護職員

処遇改善

加算 

別に厚生労働大臣が定める基準（注）に適合している介護職員の賃金の改善等を実施して

いるものとして市長に届け出た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が，利用者に

対し，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合は，当該基準に掲げる区分に従

い，令和6年3月31日までの間，次に掲げる単位数を所定単位数に加算していますか。 

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

はい・いいえ 

該 当 なし 

平18厚労告126 

別表1チ 

平27厚労告95 

第48号 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の

1000分の 137 
□ 

  

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の

1000分の 100 
□ 

  

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の 000

分の55 
□ 

  

※ 令和３年３月３１日において現にこの告示による改正前に届出を行っている事業所であって、この告示による改正後の届出を行っていないも

のにおける介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)の算定については、令和４年３月３１日までの間は、なお従前の例による

ことができる。（経過措置） 
 

  

〔厚生労働大臣が定める基準  留意事項 

第2の2（16） 
 

※ 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 

（令和3年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知） 
 

  

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃金改善」という。）に要する費用の

見込額が，介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定

し，当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

 ⑵ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所において，⑴の賃金改善に関する計画，当該計画

に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員処遇改善計画書を作成し，全ての介護職員に周知し，市長に届け出ていること。 

 ⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし，経営悪

化等により事業の継続が困難な場合，当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水

準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ないが，その内容につい

て市長に届け出ること。 

 ⑷ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所において，事業年度ごとに介護職員の処遇 改善

に関する実績を市町村長に報告すること。 

 ⑸ 算定日が属する月の前 12 月間において，労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号），労

働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）, 最低賃金法（昭和 34年法律第 137

号），労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号），雇用保険法（昭和 49 年法律第

106号）その他の労働に関する法令に違反し，罰金以上の刑に処せられていないこと。 

 平30老発0322 

第2号 
 

⑹ 当該指定夜間対応型訪問介護事業所において，労働保険料（労働保険の保険料の徴収

等に関する法律（昭和 44年法律第 84号）第 10条第 2項に規定する労働保険料をい

う。）の納付が適正に行われていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に関する

ものを含む。）を定めていること。 

㈡  ㈠の要件について書面をもって作成し，全ての介護職員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し，当該計画に係る研修の実施 

又は研修の機会を確保していること。 

 ㈣ ㈢について，全ての介護職員に周知していること。 

  ㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき 

定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

 ㈥ ㈤の要件について書面をもって作成し，全ての介護職員に周知していること。     

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関 

するものを除く。）及び当該介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての介護 

職員に周知していること。 

   

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イ⑴から⑹まで，⑺㈠から㈣及び⑻に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

   

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ⑴ イ⑴から⑹まで及び⑻に掲げる基準に適合すること。 

 ⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

  ㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

   a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関する
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ものを含む。) を定めていること。 

   ｂ aの要件について書面をもって作成し，全ての介護職員に周知していること。    

  ㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

   a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し，当該計画に係る研修の実施又

研修の機会を確保していること。 

   ｂ aについて，全ての介護職員に周知していること。 
65 

介護職員

等特定処

遇改善加

算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして市長に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算していますか。 

は い ・ い い え 

該 当 な し 

平 12厚告 19 

別表 1のト 

 

 

 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ） 

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の

63/1000 
□  

 

介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅱ） 

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の

42/1000 
□  

 

〔厚生労働大臣が定める基準〕 

厚生労働大臣が定める基準（平成２７年３月２３日厚生労働省告示９５号）第４号の２（略） 
 

  

 

※「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和 3

年3月 16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知） 

  

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

(１) 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げるいずれにも適合し、かつ、賃金

改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改

善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

 

ア 経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額８万円以

上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上であること。ただし、介護職員等特

定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難

である場合はその限りでないこと。 

 

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある介護職員の賃金

改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃

金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。 

 

ウ 介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) の賃金改善に要する費用の見込額の平均

が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。

ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員(経験・技能のある介護職員を除く。) 

の平均賃金額を上回らない場合はその限りでないこと。 

 

エ 介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回らないこと。 

 

(２) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関する計画、

当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を

記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市長に届け出て

いること。 

 

(３) 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経

営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職

員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。) を見直すことはやむを得ないが、その内

容について市長に届け出ること。 

 

(４) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに当該事業

所の職員の処遇改善に関する実績を市長に報告すること。 

 

(５) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体 制強化加算(Ⅰ)イのい

ずれかを算定していること。 

 

(６) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)ま

でのいずれかを算定していること。 

 

(７) 平成２０年１０月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した職員の処遇改善

の内容(賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。) 及び当該職員の処遇改

善に要した費用を全ての職員に周知していること。 

 

(８) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公

表していること。（なお当該要件については令和２年度より算定要件とする。） 

 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基
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準のいずれにも適合すること。 

第９ その他 
 

66 

介護サー

ビス情報

の公表 

 長野県へ基本情報と運営情報を報告するとともに見直しを行っていますか。 はい・いいえ 法第115条の35 

施行規則 

第 140条の46 

 

67 

法令遵守

等の業務

管理体制

の整備 

① 業務管理体制を適切に整備し、関係行政機関に届け出ていますか。届け出ている場合は届出

の内容を記載してください。   

届出先 〔松本市 ・ 長野県 ・ 厚労省 ・その他（         ）〕 

届出年月日 [平成    年    月    日] 

法令遵守責任者   職名[                          ] 

氏名[                          ] 

届出なし 法第115条の32第

1項 

施行規則 

第 140条の39 

 

〔事業者が整備等する業務管理体制の内容〕 

◎事業所等の数が２０未満  

・整備届出事項：法令遵守責任者 

・届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者氏名等、法令遵守

責任者氏名等 

   

◎事業所等の数が２０以上１００未満 

・整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程 

・届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者氏名等、法令遵守

責任者氏名等、法令遵守規程の概要  

   

◎事業所等の数が１００以上 

・整備届出事項：法令遵守責任者、法令遵守規程、業務執行監査の定期的実施 

・届出書の記載すべき事項：名称又は氏名、主たる事務所の所在地、代表者氏名等、法令遵守

責任者氏名等、法令遵守規程の概要 、業務執行監査の方法の概要 

   

② 業務管理体制（法令遵守等）についての考え（方針）を定め、職員に周知 

していまいますか。 

は い ・ い い え   

③ 業務管理体制（法令等遵守）について、具体的な取組を行っていますか。 は い ・ い い え   

※ 具体的な取り組みを行っている場合は、次のア～カを○で囲み、カについては内容を記

入してください。 

ア 介護報酬の請求等のチェックを実施 

イ 法令違反行為の疑いのある内部通報、事故があった場合速やかに調査を行い、必要な措

置を取っている。 

ウ 利用者からの相談・苦情等に法令違反行為に関する情報が含まれているものについて、内

容を調査し、関係する部門と情報共有を図っている。 

エ 業務管理体制についての研修を実施している。 

オ 法令遵守規程を整備している。 

カ その他（                 ） 

   

 


